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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

(注)１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第39期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在しますが１株当たり中間純損失であるため

記載しておりません。 

３ 純資産額の算定にあたり、第38期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成

17年12月9日 企業会計基準第5号)および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号）を適用しております。 

回次 第37期中 第38期中 第39期中 第37期 第38期 

会計期間 

自 平成17年 
  ３月１日 
至 平成17年 
  ８月31日 

自 平成18年
  ３月１日 
至 平成18年 
  ８月31日 

自 平成19年
  ３月１日 
至 平成19年 
  ８月31日 

自 平成17年 
  ３月１日 
至 平成18年 
  ２月28日 

自 平成18年
  ３月１日 
至 平成19年 
  ２月28日 

売上高 (百万円) 35,425 36,062 36,296 72,690 73,498 

経常利益 (百万円) 4,445 3,713 865 11,061 8,815 

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△) 

(百万円) 2,297 2,670 △568 6,149 6,091 

純資産額 (百万円) 68,157 69,080 71,469 69,239 73,021 

総資産額 (百万円) 84,900 84,651 92,529 87,490 91,658 

１株当たり純資産額 (円) 1,703.18 1,782.40 1,843.60 1,760.45 1,877.95 

１株当たり中間(当期)
純利益又は中間純損失
（△） 

(円) 57.21 68.03 △14.69 150.51 156.26

潜在株式調整後１株当た
り中間(当期)純利益 

(円) 57.09 67.46 － 149.51 155.25

自己資本比率 (％) 80.3 81.5 77.1 79.1 79.3 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 4,372 799 1,634 10,399 5,073

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2,863 3,322 △3,838 △2,532 258

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,750 △2,923 892 △5,545 △4,090

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 13,106 17,216 17,475 15,896 17,956

従業員数 (名) 5,489 5,485 5,853 5,418 5,787 



(2) 提出会社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

(注)１  売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２  「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益」および「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益」につ

いては、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

  

回次 第37期中 第38期中 第39期中 第37期 第38期 

会計期間 

自 平成17年 
  ３月１日 
至 平成17年 
  ８月31日 

自 平成18年
  ３月１日 
至 平成18年 
  ８月31日 

自 平成19年
  ３月１日 
至 平成19年 
  ８月31日 

自 平成17年 
  ３月１日 
至 平成18年 
  ２月28日 

自 平成18年
  ３月１日 
至 平成19年 
  ２月28日 

売上高 (百万円) 22,700 21,660 20,024 44,990 42,645 

経常利益 (百万円) 6,040 4,958 2,698 10,314 8,041 

中間(当期)純利益 (百万円) 4,236 4,481 733 6,700 5,598 

資本金 (百万円) 12,944 12,944 12,944 12,944 12,944 

発行済株式総数 (株) 41,713,388 41,713,388 41,713,388 41,713,388 41,713,388 

純資産額 (百万円) 64,652 64,918 63,808 63,594 65,192 

総資産額 (百万円) 76,685 75,798 77,122 76,526 75,384 

１株当たり配当額 (円) 22.00 25.00 30.00 44.00 75.00

自己資本比率 (％) 84.3 85.6 82.7 83.1 86.5 

従業員数 (名) 2,013 2,003 1,963 1,976 1,973 



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な変更は

ありません。 

主要な関係会社の異動 

(注) 議決権の所有割合の(   )内は、間接所有割合で内数であります。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動は ２〔事業の内容〕主要な関係会社の異動を参照してく

ださい。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

  

(注) 従業員数は就業人員数であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

  

(注) 従業員数は就業人員数であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合との間に特に記載すべき事項はありません。 

  

会社の名称 住所 資本金 主要な事業の内容 
議決権の所有割

合（％） 
関係内容 

(非連結子会社) 

MHR,Inc. 

  

アメリカ合衆国 

デラウェア州 

ウィルミントン

市 

  

１米ドル  

  

ヘアトランスプラ

ント事業（医療・

毛髪移植）サービ

スの提供 

  

100.0 

(100.0) 

  

役員兼任者が３

名おります。 

事業部門等の名称 従業員数(名) 

毛髪関連事業 5,702 

その他の事業 43 

全社(共通) 108 

合計 5,853 

従業員数(名) 1,963 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間の当社グループを取り巻く経済環境は、世界的に原油をはじめとする各種原燃材料価格の高

止まりなど残るものの、国内におきましては設備投資の増加や雇用機会の創出など、景気は緩やかな回復基調にあ

り、輸出や個人消費も堅調に推移しました。米国では住宅市場の低迷など景気への不安材料を抱えながらも、良好

な雇用情勢に支えられ底堅く推移しました。欧州では好調な輸出を背景に景気の拡大が見られました。また、アジ

アでは、ＡＳＥＡＮ諸国や中国経済が高い成長を維持しました。 

このような経済環境のもと、当社では各国の市場に沿った戦略を実行し、経営効率を高めながら企業価値の拡大

に努めてまいりました。 

国内ではコア事業であるかつら・増毛商品と育毛サービスの売上の回復を図るために、宣伝戦略の見直し、新商

品を投入いたしました。女性売上は順調に拡大いたしましたが、男性売上は新規顧客の獲得が予想を大幅に下回る

結果となりました。 

海外市場では、コア事業（かつら事業）においては、北米市場、欧州市場とも順調に業績が拡大いたしました。

しかしながら、北米のヘアトランスプラント事業は増収となりましたが、宣伝広告費等の販管費も増加し営業赤字

となりました。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は、362億96百万円（前年同期比0.6％増）となりました。利益面につき

ましては、国内コア事業が減収となり、さらには研究開発費が増加したことで営業利益が4億61百万円（前年同期比

86.6％減）となり、経常利益8億65百万円（前年同期比76.7％減）、さらには関係会社に対する投融資への引当積み

増しによる特別損失を計上したことにより中間純損失は5億68百万円となりました。 

  

所在地別セグメントの業績については次のとおりであります。 

  

<日本> 

オーダーメイドかつらの売上高は、女性向けに新商品の投入、また男女ともにテレビCMを実施するなど需要の掘

り起こしに努めました結果、女性売上は順調に拡大しましたが、男性売上は依然厳しい状況を脱却できず143億94百

万円（前年同期比4.8％減）となりました。レディーメイドかつらの売上高につきましては、百貨店や直営店での販

売が大幅に拡大したことで45億33百万円（前年同期比7.8％増）となりました。その他の毛髪関連商品は23億40百万

円（前年同期比0.3%増）、サービス収入は新たに連結対象となったサムソン社の売上が加わったことにより48億39

百万円（前年同期比3.5%増）、その他の事業収入は2億26百万円（19.0%減）、セグメント間の内部売上高は26百万

円（前年同期比21.2%減）となりました。 

以上の結果、売上高の合計は263億61百万円となり、前年同期に比べ2億87百万円（1.1％）減少いたしました。営

業利益は22億38百万円と前年同期に比べ23億円（50.7％）減少いたしました。 

  

<アジア> 

台湾市場では、第１四半期に宣伝広告を抑制した影響があり、オーダーメイドかつらの売上高は1億9百万円（前

年同期比14.2％減）となりました。レディーメイドかつらの売上高は35百万円（前年同期比16.7％減）、その他の

毛髪関連商品は25百万円（前年同期比3.8%減）、サービス収入は55百万円（前年同期比27.9％増）、セグメント間

の内部売上高は24億50百万円（前年同期比10.4％増）となりました。 

以上の結果、売上高の合計は26億75百万円となり、前年同期に比べ2億16百万円（8.8％）増加いたしました。営



業利益は2億48百万円と前年同期に比べ82百万円（24.8％）減少いたしました。 

<北米> 

レディーメイドかつらの売上高は一部高品質商品販売が好調に推移しましたが、前期に通販部門を事業売却した

事などにより14億10百万円（前年同期比5.7％減）、オーダーメイドかつらの売上高は1億89百万円（前年同期比

5.0％減）、その他の毛髪関連商品が2億94百万円（前年同期比42.0％増）となりました。サービス収入はヘア・ト

ランスプラント事業がクリニックの新設や問い合わせ数の増加により売上が拡大し57億45百万円（前年同期比5.0％

増）、セグメント間の内部売上高は9億55百万円（前年同期比15.3％増）となりました。 

以上の結果、売上高の合計は85億円95百万円となり、前年同期に比べ3億95百万円（4.8％）増加いたしました。

営業強化による人件費の増加により営業損失は67百万円と前年同期の営業利益2億30百万円から赤字になりました。

<欧州> 

ドイツ市場での売上が前年を下回りましたが、北欧市場や英国市場では順調にシェアが拡大をしたことで、オー

ダーメイドかつらの売上高が2億22百万円（前年同期比31.5%減）、レディ-メイドかつらの売上高は13億94百万円

（前年同期比22.9%増）、その他の毛髪関連商品が4億12百万円（32.9％増）、サービス収入は68百万円（前年同期

比4.6％増）となりました。 

以上の結果、売上高の合計は20億97百万円、前年同期に比べ2億62百万円（14.3％）増加いたしました。営業利益

は1億円と前年同期に比べ54百万円（35.1％）減少いたしました。 

  

 (2) キャッシュ・フローの状況 

① 当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの概要説明 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により16億34百万円増加し、投資活動により

38億38百万円減少し、財務活動により8億92百万円増加し、この結果、現金及び現金同等物は4億81百万円の減少

となり、中間期末残高は174億75百万円(前年同期比1.5%増)となりました。 

  

② 各活動別の説明および前年同期比 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動は、税金等調整前中間純損失40百万円に減価償却費12億24百万円、のれん償却額2億66百万円等を加

え、支出では法人税等の支払額10億12百万円等がありましたが、差し引きでは16億34百万円の増加となりまし

た。 

この結果、営業活動全体として前中間連結会計期間と比べて収入が8億35百万円(前年同期比104.5%増)の増加

となりました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動は、有価証券の売却による収入が62億88百万円ありましたが、有価証券の取得による支出が49億88百

万円、非連結子会社株式の取得による支出が36億97百万円あったことなどにより、差し引き38億38百万円の減少

となりました。 

この結果、投資活動全体として前中間連結会計期間と比べて支出が71億60百万円(前年同期は33億22百万円の

収入)の増加となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動は、短期借入金の実行による収入が36億円あったことなどにより、8億92百万円の増加となりまし

た。 

この結果、財務活動全体として前中間連結会計期間と比べて収入が38億15百万円(前年同期は29億23百万円の

支出)の増加となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

  

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間の生産実績を示すと、次のとおりであります。 

  

(注) 当社グループは、小売販売および卸売販売を手掛けております。そのため取り扱う商品が多数あり販売価格による表示が困

難なため、生産数量で表示しております。 

  

(2) 受注状況 

当中間連結会計期間の受注状況を示すと、次のとおりであります。 

  

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績を示すと、次のとおりであります。 

  

(注)１ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  ２ 総販売実績に対する販売割合が10％以上の相手先はありません。 

  

品目 数量(枚) 前年同期比(％) 

オーダーメイドかつら 49,091 95.1 

レディーメイドかつら 530,566 102.2 

合計 579,657 101.5 

品目 受注高(百万円) 前年同期比(％) 
受注残高 

(百万円) 
前年同期比(％) 

オーダーメイドかつら 14,438 93.5 2,981 84.5 

品目 金額(百万円) 前年同期比(％) 

オーダーメイドかつら 14,914 94.6 

レディーメイドかつら 7,374 107.2 

その他の商品 3,071 106.8 

サービス収入 10,708 104.4 

毛髪関連事業計 36,070 100.8 

その他の事業 226 81.0 

合計 36,296 100.6 



３ 【対処すべき課題】 

（１）中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

当社グループは平成18年2月期を初年度とする３ヵ年の中期経営計画を策定しました。 

具体的には、国内男性市場においては積極的な広告宣伝によるプロモーションに注力し新規需要の喚起を図り、

国内女性市場においてはターゲット年代層の拡大などにより再成長を目指しております。また、海外市場ではウィ

ッグの販売強化とヘア・トランスプラント事業の確立によるシェア拡大と収益性の向上に取り組んでまいりまし

た。 

しかしながら、国内外の毛髪関連市場を取り巻く環境の変化が加速度を増し、さらには競合関係が激化するな

ど、中期経営計画の数値目標の達成が厳しい状況にあります。 

このような現状を踏まえ、グループの中核である“毛髪ビジネス”の再活性化を図るとともに、美容関連ビジネ

スでの更なる成長を促すことで、強いグループを維持していくための安定した経営力を備え市場ニーズの変革に対

応していくことが 重要課題であるとの結論に達し、更なる成長に向けグループの組織体制の変革をし９月１日よ

り持株会社体制に移行しました。 

さらに、当社の企業価値・株主共同の利益を抜本的に向上すべく、市場環境と既存事業の現状の問題点を徹底的

に分析、検証し、新たな企業価値向上に向けた取り組みを策定し、９月１３日に公表いたしました。 

具体的な内容は、１）広告宣伝と現場能力の強化により、コア事業である国内ウィッグ事業の収益性を改善す

る、２）潜在需要の大きい国内フォンテーヌ事業やヘアトランスプラント事業に積極投資を行い、成長を牽引す

る、３）持株会社体制への移行を通じて、各事業の業績管理を強化し、機動的な資源配分を推進するとともに、グ

ループとしてのシナジーを追及する、を基本方針として以下に述べる各事業別の戦略を策定し、さらにはその実現

を可能にする仕組みを構築し、企業価値、ひいては収益性の改善を目指してまいります。 

(ⅰ) 国内コア事業 

①男性市場 

②女性市場 

(ⅱ) 国内フォンテーヌ事業 

  ・独自の得意領域への 注力化による

収益力の改善 

⇒広告宣伝費を育毛顧客からウィッグ顧客獲得へと段階

的にシフトする。 

  ・休眠需要に対するマーケティングの

実行 

⇒広告宣伝を顧客ニーズに沿った商品、メッセージで訴

求する。 

⇒ターゲット顧客層に合った媒体、時間帯で展開する。 

  ・計画数値管理から内容・プロセス行

動管理 

⇒接応スキルの底上げによる店舗格差の均衡化と新規顧

客の増加と離反率の低下。 

  ・顧客ニーズに沿ったマーケティン

グ、広告訴求の強化 

⇒広告メッセージをファッション性の高いものに転換す

る。 

⇒広告効率の高い媒体に選択的に広告費を投入する。 

  ・ウィッグ潜在ユーザーのセグメント

化によるマーケティングの実行 

⇒潜在ユーザーに対するマーケティング。 

  ・潜在的顧客ニーズの掘り起こしとグ

ループシナジーの 大化 

⇒未購入需要の喚起。 

⇒未成約顧客の掘り起こし。 

  ・計画数値管理から内容・プロセス行

動管理 

⇒接応スキルの底上げによる店舗格差の均衡化と新規顧

客の増加と離反率の低下。 

  ・グループ共創による拡大戦略 ⇒グループでの顧客獲得。 

⇒若年層・中年層の需要掘り起こし。 



(ⅲ) 海外コア事業 

(ⅳ) ヘアトランスプラント事業 

  

（２）買収防衛策について 

当社が平成18年12月18日開催の当社取締役会において導入いたしました当社株式の大量取得行為に関する対応策

（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）（その後平成19年4月20日開催の当社取締役会においてその内容

を一部変更しております。）においては、平成19年5月24日開催の当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」とい

います。）において株主の皆様のご意思を確認させていただく予定としておりましたが、同日開催された本定時株

主総会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策承認の件」として本プランを付議し、株主の皆様のご承

認を頂きました。本プランの具体的内容は以下のとおりです。 

  

1. 本プラン導入の目的 

  

本プランは、以下のとおり、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させる目的をもって導入されるもの

です。 

近時、わが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の株式の買付

を強行するといった動きが顕在化しつつあります。 

もとより、当社は、株式の大量買付であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを

否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転をともなう買収提案についての判断は、 終的には株

主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。 

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をも

たらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の

内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないも

の、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、対象

会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

そもそも、当社グループが、今後も毛髪関連業界のリーディングカンパニーとして成長を継続し、ひいては企業価

値・株主共同の利益を確保・向上させていくためには、①お客様や取引先との間の信頼関係の更なる構築と維持、②

お客様に満足のいくサービスを提供することのできる技能、経験、ノウハウをもった優秀な人材の確保、③充実した

  ・カスタマーマネージメント強化 ⇒百貨店、直営店の新規出店。 

⇒アフターフォローの標準化。 

  ・商品力を梃子にした成長 ⇒高付加価値商材による市場拡大。 

  ・組織管理の徹底による収益の強化お

よび改善 

⇒グループ内統一的管理。 

  

  ・海外事業の拡大と新規市場の開拓   

  ・広告宣伝投資の拡大による宣伝需要

の掘り起こし 

⇒広告投入量を継続的に拡大する。 

  

  ・主要都市でのクリニック増設による

顧客獲得機会の改善 

⇒広告効率に応じたエコノミクスを判断したうえで新設

クリニック数を設定し、実行する。 

  ・反応、相談などのオペレーションの

改善 

⇒優秀なカウンセラーのスキルを標準化する。 

⇒反応から面談までの時間を短縮する。 

  ・ＭＨＲ社買収を通じた更なるネット

ワークの拡大 

⇒拠点の重なりあうクリニックの整備と顧客へのアプロ

ーチ方法の比較による、良い点の共有化。 



研究を行える企業環境の維持・向上による新商品・技術の開発及びそのための健全な財務体質の維持などが必要不

可欠です。これらが当社の株式の大量買付を行う者により中長期的に確保され、向上させられるのでなければ、当社

の企業価値・株主共同の利益は毀損されることになります。また、外部者である買付者からの大量買付の提案を受け

た際には、上記事項のほか、当社グループの有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果その他当社の企

業価値を構成する事項等、さまざまな事項を適切に把握した上、当該買付が当社の企業価値・株主共同の利益に及ぼ

す影響を判断する必要があります。 

こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式に対する大量買付が行われた際に、当該大量買付に応じるべきか

否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保

したり、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益に反する

大量買付を抑止するための枠組みが必要不可欠であると判断しました。 

  

2. 本プランの内容 

  

(1) 本プランの概要 

  

(a) 本プランの発動に係る手続の設定 

本プランは、当社の株券等に対する買付もしくはこれに類似する行為又はその提案（当社取締役会が友好

的と認めるものを除き、以下「買付等」と総称します。）が行われる場合に、買付等を行う者（以下「買付

者等」といいます。）に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収

集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等

との交渉等を行っていくための手続を定めています（下記(2)「本プランの発動に係る手続」ご参照）。 

  

(b) 新株予約権無償割当ての利用 

買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う等、当社の企業価値・株主共同

の利益が害されるおそれがあると認められる場合（その要件の詳細については下記(3)「本新株予約権の無償

割当ての要件」ご参照）には、当社は、当該買付者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社

が当該買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権

（その主な内容は下記(4)「本新株予約権の無償割当ての概要」にて後述するものとし、以下「本新株予約

権」といいます。）を、その時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法（会社法第277条以降に

規定されます。）により割り当てます。 

  

(c) 取締役の恣意的判断を排するための独立委員会の利用 

本プランにおいては、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断について、取締役の恣

意的判断を排するため、独立委員会規則に従い、(i)当社社外取締役、(ii)当社社外監査役又は(iii)社外の有識者

（実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士及び学識経験者等）

で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の判断を経るとともに、株主の皆様に適時に

情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。 

なお、本定時株主総会終結後の本プランの独立委員会は、独立性の高い社外取締役2名及び社外監査役2名

により構成されます。 

  

(d) 本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得 

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主の皆様により本新株予約権が



行使された場合、又は当社による本新株予約権の取得と引換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当

社株式が交付された場合、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は 大で50%まで希釈化される可能性

があります。 

  

(2) 本プランの発動に係る手続 

  

(a) 対象となる買付等 

本プランは、以下の①又は②に該当する買付等がなされる場合を適用対象とします。 

① 当社が発行者である株券等[注1]について、保有者[注2]の株券等保有割合[注3]が30%以上となる買付等 

② 当社が発行者である株券等[注4]について、公開買付け[注5]に係る株券等の株券等所有割合[注6]及びその

特別関係者[注7]の株券等所有割合の合計が30%以上となる公開買付け 

  

(b) 買付者等に対する情報提供の要求 

上記(a)に定める買付等を行う買付者等は、当社取締役会が友好的な買付等であると認めた場合を除き、当

該買付等の実行に先立ち、当社に対して、下記の各号に定める、買付等の内容の検討に必要な情報（以下

「本必要情報」といいます。）、及び当該買付者等が買付等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の

誓約文言等を記載した書面（以下「買付説明書」といいます。）を、当社の定める書式により提出して頂き

ます。 

当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供するものとします。独立

委員会は、これを受けて、当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分であると判断した場合に

は、直接又は間接に、買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上、本必要情報を追加的に提出するよう求め

ることがあります。この場合、買付者等においては、当該期限までに、本必要情報を追加的に提供して頂き

ます。 

記 

① 買付者等及びそのグループ（共同保有者[注8]、特別関係者及び（ファンドの場合は）各組合員その他の構

成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、財務内容、当該買付け等による買付け等と同種の過

去の取引の詳細及びその結果等を含みます。） 

② 買付等の目的、方法及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付

等の方法の適法性、買付等の実現可能性に関する情報等を含みます。） 

③ 買付等の価額の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報、買付等に係る一連の取引

により生じることが予想されるシナジーの内容等を含みます。） 

④ 買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法、関連する

取引の内容等を含みます。） 

⑤ 買付等の後の当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策 

⑥ 買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者に対する対応方針 

⑦ その他独立委員会等が合理的に必要と判断する情報 

  

なお、独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続に従うことなく買付等を開始したものと認め

られる場合には、引き続き買付説明書及び本必要情報の提出を求めて買付者等と協議・交渉等を行うべき特

段の事情がある場合を除き、原則として、下記(d)①記載のとおり、当社取締役会に対して、本新株予約権の

無償割当てを実施することを勧告します。 

  



(c) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討 

① 当社取締役会に対する情報提供の要求 

独立委員会は、買付者等から買付説明書及び本必要情報が提出された場合、当社の企業価値・株主共

同の利益の確保・向上という観点から買付説明書及び本必要情報の内容と当社取締役会の事業計画、当

社取締役会による企業評価等との比較検討等を行うために当社取締役会に対しても、適宜回答期限（原

則として60日を上限とします。）を定めた上、買付者等の買付等の内容に対する意見（留保する旨の意

見を含むものとします。以下同じとします。）、その根拠資料、代替案（もしあれば）その他独立委員

会が適宜必要と認める情報等を提示するよう要求することができます。 

② 独立委員会による検討作業 

独立委員会は、買付者等及び（当社取締役会に対して上記のとおり情報等の提示を要求した場合に

は）当社取締役会からの情報等を受領してから原則として60日間が経過するまで（但し、下記(d)③に記

載する場合などには、独立委員会は当該期間を延長することができるものとします。）（以下「独立委

員会検討期間」といいます。）に、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等と当社取締役会の事業計

画等に関する情報収集・比較検討、及び当社取締役会の提供する代替案の検討等を行います。また、独

立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から当該買付等の内容を改善さ

せるために必要であれば、直接又は間接に、当該買付者等と協議・交渉等を行い、又は当社取締役会の

代替案の株主等に対する提示等を行うものとします。 

買付者等は、独立委員会が、直接又は間接に、検討資料その他の情報提供、協議・交渉等を求めた場

合には、速やかにこれに応じなければならないものとします。なお、買付者等は、独立委員会検討期間

が終了するまでは、上記(a)①または②に該当する買付等を開始することはできないものとします。独立

委員会の判断が、当社の企業価値・株主共同の利益に資するようになされることを確保するために、独

立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護

士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。 

③ 情報開示 

当社は、買付者等が現れた事実、買付者等から買付説明書が提出された事実、当社取締役会が独立委

員会に代替案を提示した事実及び本必要情報その他の情報のうち独立委員会が適切と判断する事項につ

いて、適時開示の規則を尊重して独立委員会が適切と判断する時点で情報開示を行います。 

  

(d) 独立委員会による勧告等の手続 

独立委員会は、買付者等が現れた場合において、以下の手続に従い、当社取締役会に対する勧告等を行う

ものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して下記①から③に定める勧告その他の決議をした場

合その他独立委員会が適切と考える場合には、独立委員会は、当該勧告等の概要その他独立委員会が適切と

判断する事項（独立委員会検討期間を延長する場合にはその期間及び理由を含みます。）について、決議後

速やかに情報開示を行います。 

① 独立委員会が本プランの発動を勧告する場合  

独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続を遵守しなかった場合、その他買付者等の買付等

の内容の検討の結果、買付者等による買付等が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件

のいずれかに該当し本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、独立委

員会検討期間の開始又は終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施

することを勧告します。 

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした後も、以下のいずれかの事由

に該当すると判断した場合には、行使期間開始日（下記(4)「本新株予約権の無償割当ての概要」(f)におい



て定義されます。）の前日までの間、（無償割当ての効力発生時までは）本新株予約権の無償割当ての

中止、又は（無償割当ての効力発生時の後は）本新株予約権を無償にて取得する旨の新たな勧告を行うこ

とができるものとします。 

(イ) 当該勧告後買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存しなくなった場合 

(ロ) 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等が下記(3)「本新

株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当しないか、又は該当しても本新株

予約権の無償割当てを実施することもしくは行使を認めることが相当でない場合 

② 独立委員会が本プランの不発動を勧告する場合 

 独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉等の結果、買付者等による買

付等が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当しない又は該当しても

本新株予約権の無償割当てを実施することが相当でないと判断した場合には、独立委員会検討期間の終了

の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施しないことを勧告します。 

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告した後も、当該勧告の判断の前提

となった事実関係等に変動が生じ、上記①前段の要件を充足することとなった場合には、本新株予約権の

無償割当ての勧告を含む新たな判断を行い、これを当社取締役会に勧告することができるものとします。 

③ 独立委員会が本プランの発動の延期を行う場合 

   独立委員会が、独立委員会検討期間満了時までに、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施の勧告

を行うに至らない場合には、独立委員会は、当該買付者等の買付等の内容の検討・当該買付者等との交

渉・代替案の検討等に必要とされる合理的な範囲内で、独立委員会検討期間を延長する旨の決議を行いま

す（なお、当該期間延長後、更なる期間の延長を行う場合においても同様の手続によるものとしま

す。）。 

上記決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会は、引き続き、情報収集、検討等を

行うものとし、延長期間内に本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施の勧告を行うよう 大限努める

ものとします。 

  

(e) 取締役会の決議 

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告に従い本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等に関する会

社法上の機関としての決議を速やかに行うものとします。なお、当社取締役会が本プランの不発動の決議を

行うまで、買付者等は、買付等を行ってはならないものとします。 

当社取締役会は、上記決議を行った場合速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する

事項について、速やかに情報開示を行います。 

  

(3) 本新株予約権の無償割当ての要件 

  

当社は、買付者等による買付等が下記のいずれかに該当し、かつ、本新株予約権の無償割当てを実施することが

相当と認められる場合、上記(2)「本プランの発動に係る手続」(e)に記載される当社取締役会の決議により、本新株

予約権の無償割当てを実施することを予定しております。なお、上記(2)「本プランの発動に係る手続」(d)のとお

り、下記の要件に該当し本新株予約権の無償割当てを実施することが相当か否かについては、必ず独立委員会の判

断を経て決定されることになります。 

記 

(a) 上記（2）「本プランの発動に係る手続き」(b)に定める情報提供及び独立委員会検討期間の確保その他本プ

ランに定める手続を遵守しない買付等である場合 



  

(b) 下記に掲げる行為等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれ

のある買付等である場合 

① 株券等を買い占め、その株券等について当社に対して高値で買取りを要求する行為 

② 当社の経営を一時的に支配して、当社グループの重要な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の下に買付

者等の利益を実現する経営を行うような行為 

③ 当社グループの資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為 

④ 当社の経営を一時的に支配して、当社グループの事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その

処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値

で売り抜ける行為 

  

(c) 強圧的二段階買付（ 初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、

あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。）等株主に株式の売却を事実上

強要するおそれのある買付等である場合 

  

(d) 当社に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与えない買付等である場合 

  

(e) 当社株主に対して、本必要情報その他買付等の内容を判断するために合理的に必要とされる情報が提供され

ず、又は提供された場合であっても不十分な提供である場合 

  

(f) 買付等の条件（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性、

買付等の後の経営方針・事業計画、及び買付等の後における当社の他の株主、従業員、顧客、取引先その他

の当社に係る利害関係者に対する対応方針等を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当な

買付等である場合 

  

(4) 本新株予約権の無償割当ての概要 

  

本プランに基づく本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりです。 

  

(a) 新株予約権の数 

本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下「新株予約権無償割当て決議」といいます。）に

おいて当社取締役会が別途定める一定の日（以下「割当期日」といいます。）における当社の 終の発行済

株式総数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します。）と同数とします。 

  

(b) 割当対象株主 

割当期日における当社の 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主に対し、

その有する当社株式1株につき本新株予約権1個の割合で、本新株予約権を割り当てます。 

  

(c) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。 

  

(d) 本新株予約権の目的である株式の数 



本新株予約権1個の目的である株式[注9]の数（以下「対象株式数」といいます。）は、別途調整がない限

り1株とします。 

  

(e) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の

株式1株当たりの価額は、1円を下限として当社株式の1株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で

当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途定める価額とします。 

  

(f) 本新株予約権の行使期間 

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定めた日を初日（以下、かかる行使期間の初日を

「行使期間開始日」といいます。）とし、1ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で新株予約権無償割当て決議にお

いて当社取締役会が別途定める期間とします。ただし、下記(i)項②に基づき、当社が本新株予約権を取得す

る場合、当該取得に係る本新株予約権についての行使期間は、当該取得日の前営業日までとします。また、

行使期間の 終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日

を 終日とします。 

  

(g) 本新株予約権の行使条件 

(Ⅰ)特定大量保有者、(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定大量買付者、(Ⅳ)特定大量買付者の特別関

係者、もしくは(Ⅴ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅳ)に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく

譲受けもしくは承継した者、又は、(Ⅵ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅴ)に該当する者の関連者（以下、(Ⅰ)ないし(Ⅵ)に該

当する者を「非適格者」といいます。）は、原則として本新株予約権を行使することができません。また、

外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株

予約権を行使することができません（但し、非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が利用でき

る者等の一定の者は行使することができるほか、非居住者の有する本新株予約権も、下記(i)項のとおり、当

社による当社株式を対価とする取得の対象となります。）。 

  

(h) 本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。 

  

(i) 当社による本新株予約権の取得 

① 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当

社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日において、全ての本新株予約権を無償にて取

得することができるものとします。 

② 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する本新株予約権のうち当該当社

取締役会が定める日の前営業日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につ

き対象株式数の当社株式を交付することができます。 

また、かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権を有する者のうち非適格者以外の者が存在すると当

社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当該当社取締役会が別途定める日におい

て、当該者の有する本新株予約権のうち当該当社取締役会の定める日の前営業日までに未行使のもの全て

を取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき対象株式数の当社株式を交付することができるものと

し、その後も同様とします。 

  



(5) 本プランの有効期間、廃止及び変更 

  

本プランの有効期間は、本定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち 終のものにかかる株主総会の終

結の時までとします。 

ただし、有効期間の満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行

われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。 

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、

又は変更する場合があります。 

当社は、本プランの廃止又は変更等がなされた場合には、当該廃止又は変更等の事実及び（変更等の場合には）

変更等の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行います。 

  
[注1] 証券取引法第27条の23第1項に定義されます。本書において別段の定めがない限り同じとします。 

[注2] 証券取引法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者

を含みます。）。本書において同じとします。 

[注3] 証券取引法第27条の23第4項に定義されます。本書において同じとします。 

[注4] 証券取引法第27条の2第1項に定義されます。②において同じとします。 

[注5] 証券取引法第27条の2第6項に定義されます。本書において同じとします。 

[注6] 証券取引法第27条の2第8項に定義されます。本書において同じとします。 

[注7] 証券取引法第27条の2第7項に定義されます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。但し、

同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項

で定める者を除きます。本書において同じとします。 

[注8] 証券取引法第27条の23第5項に規定される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含

みます（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）。本書において同じとします。 

[注9] 将来、当社が種類株式発行会社（会社法第2条第13号）となった場合においても、①本新株予約権の行使により発

行される当社株式及び②本新株予約権の取得と引換えに交付する株式は、いずれも当社が本定時株主総会開催時

において、現に発行している株式（普通株式）と同一の種類の株式を指すものとします。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

（重要な事業の譲受） 

当社は、平成19年５月１日付の基本合意書に基づき、平成19年７月23日に設立した当社の米国連結関係会社であ

るAderans Medical Holdings,Inc.が、Leavitt Management,Inc.のヘアトランスプラント事業を移転した新設会社

（MHR,Inc.）の株式を平成19年８月31日付で全株取得いたしました。 

１．Aderans Medical Holdings,Inc.の概要 

 (1) 商号         Aderans Medical Holdings,Inc. 

(2) 代表者              岡本孝善（当社代表取締役社長） 

(3) 所在地        アメリカ合衆国デラウェア州ウィルミントン市 

(4) 設立         ２００７年７月２３日 

(5) 主な事業内容     米国市場での医療事業分野を統括運営 

(6) 決算期        １２月３１日 

(7) 資本金        １５，０００千米ドル 

(8) 大株主と所有割合   Aderans Holding Co.,Inc.(１００％) 

２. 取得株式数、取得金額及び取得前後の所有株式状況 

(1) 異動前の所有株式数      ０株（所有割合０％） 

(2) 取得株式数            １，０００株（取得金額３０，０００千米ドル） 

(3) 異動後の所有株式数    １，０００株（所有割合１００％） 

３．ＭＨＲ，Ｉｎｃ．（新設会社）の概要 

(1) 商号         MHR,Inc. 



(2) 代表者              岡本孝善（当社代表取締役社長） 

(3) 所在地        アメリカ合衆国デラウェア州ウィルミントン市 

(4) 設立         ２００７年７月１０日 

(5) 主な事業内容     ヘアトランスプラント事業（医療・毛髪移植）サービスの提供 

(6) 決算期        １２月３１日 

(7) 従業員数       ３１２名 

(8) 資本金        １米ドル 

(9) 主な事業所      米国内４８都市 

(10) 大株主及び所有割合  Aderans Medical Holdings,Inc. (１００％) 

４．Leavitt Management,Inc.（株式の取得先）の概要 

(1) 商号         Leavitt Management,Inc. 

(2) 代表者              Dr. Matt Leavitt,D.O.（創業者、会長兼ＣＥＯ） 

(3) 所在地        アメリカ合衆国フロリダ州メイトランド市 



５．今後の見通し 

    今回譲受けた事業の２００６年１２月期の業績は、次のとおりであります。 

                                        単位：千米ドル（百万円） 

   為替レート116.39円／米ドルで米ドルを日本円に換算しております。 

  

（重要な会社分割） 

 詳細は『第５ 〔経理の状況〕１〔中間連結財務諸表等〕 ２．〔中間財務諸表等〕』の重要な後発事象を参照

してください。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループ(当社および当社の連結子会社)の毛髪関連事業における研究開発活動は、お客様に満足いただける高

品質の商品・サービスを提供することを企業戦略上の要と位置付け、「かつら・活毛商品」「ヘアケア・育毛商品お

よびサービス」の開発改良と「毛髪再生医療」の研究開発に鋭意取り組んでおります。 

「かつら・活毛商品」分野では、当社研究開発部を中核とし、Aderans Thai Ltd.、World Quality Co.,Ltd.、

Aderans Philippines,Inc.の各生産子会社に研究開発部門を設置し、多様化するニーズに対応し、幅広い顧客層に支

持される商品を提供すべく、毛髪やかつらベース素材および毛植え方法等の開発改良を行っております。 

また、各生産子会社では、当社研究開発部の依頼による試作のほか、生産子会社独自に商品の開発改良を行ってお

ります。 

「ヘアケア・育毛商品およびサービス」分野では、当社研究開発部において、脱毛予防、育毛に効果のある施術シ

ステムおよび機器類や育毛剤の開発およびお客様の頭皮や毛髪の状態にあった各種シャンプー、コンディショナー、

トリートメント剤、整髪料等の開発を行っております。 

「毛髪再生医療」分野では、米国の研究開発子会社Aderans Research Institute,Inc.がアトランタ研究所およびフ

ィラデルフィア研究所において研究開発活動を行っております。 

アトランタ研究所では、生物工学のアプローチから毛包新生を誘導する細胞移植の医療機器の開発、前臨床および

臨床試験で利用する実験モデルの設計に取り組んでおります。 

フィラデルフィア研究所では、細胞生物学、分子生物学、トランスレーショナル・バイオロジー分野の学術研究の

成果を踏まえて、毛包再生を目的とした細胞培養に取り組んでおります。 

また、他の研究機関やバイオベンチャー企業との提携や共同研究も視野に入れて、毛髪再生に応用可能な研究動向

を把握するために、広範囲な活動を行っております。 

当中間連結会計期間における主な研究開発の成果として、「かつら・活毛商品」分野では、女性向けオーダーメイ

ドかつらとして＜健康＞をキーワードとした、ベース内側にゲルマニウムを付帯した「イヴファイン」に装着方法の

取り付け易さにこだわった「クイックストッパー」と50色を基本とした、組み合わせ無限大のカラーバリエーション

を楽しめる「ナチュールヘア」を採用した「イヴファインクイック」を６月に発売しました。「ヘアケア・育毛商品

およびサービス」分野では、人工毛髪(サイバーヘア・バイタルヘア・ナチュールヘア)を潤いのある状態に仕上げる

「キュアコートEX」を６月に発売しました。また、新役務商品として、たんぱく質(セリシン(絹由来)・ケラチン(羊

毛由来))を毛髪内部に定着させることにより、一本一本の髪の毛がボリュームアップし、ハリコシを持たせる、業界

売 上 高 ４７，４６９（５，５２４） 

営 業 損 失 ３３８   （３９） 

経 常 損 失 ３９８   （４６） 

当 期純 損失 ３７０   （４３） 

総 資 産 ５，３８７  （６２６） 

純 資 産 ３３３   （３８） 



初の「ヘアシーダ」を６月に発売しました。 

以上により、当中間連結会計期間における研究開発費は９億５百万円であります。 

なお、その他の事業においては、研究開発活動は行っておりません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。 

また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

なお、前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものは、次のとおりであ

ります。 

  

提出会社 

(注) (    )書きは保証金及び敷金を内書きで表示しております。 

   なお、金額には消費税等は含まれておりません。 

  

事業所名 

(所在地) 
事業部門の名称 設備の内容 投資額(百万円) 完了年月 

完成後の 

増加能力 
営業店１店 
 (埼玉県日高市) 

毛髪関連事業 営業用設備新設
(-)
9 

平成19年４月 
重要な影響
を及ぼすも
のはありま
せん 

営業店６店 
 (新潟県新潟市中央区他) 

毛髪関連事業 営業用設備移転
(37)
376 

平成19年4月から 
平成19年8月まで 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 138,000,000 

計 138,000,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年８月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 41,713,388 41,713,388

東京証券取引所
(市場第一部) 
大阪証券取引所 
(市場第一部) 

株主としての権利内容に制限
のない標準となる株式 

計 41,713,388 41,713,388 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20および商法第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しておりま

す。 

第２回新株予約権証券(平成16年５月27日定時株主総会決議) 

  

  

  中間会計期間末現在
（平成19年８月31日） 

提出日の前月末現在
（平成19年10月31日） 

新株予約権の数（個）       4,517 (注)１     4,285 (注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 451,700 428,500 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり    2,462  (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年６月１日～
平成20年５月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円) 

発行価格   2,462
資本組入額  1,231 

同左 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はでき
ないこととする。 

新株予約権の割り当てを受けた
対象者は、新株予約権の行使時に
おいても当社および当社子会社に
在任・在籍（形態は問わない）してい
ることを要する。 

新株予約権の第三者への譲渡、
質入れ、相続その他の一切の処分
は認めない。 
  上記の他、各対象者から当社へ
の新株予約権返還事由、新株予約
権の行使の制限その他に関し、新
株予約権割当契約に定めるものと
する。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは、取

締役会の承認を要するものとする。 
同左 

代用払込みに関する事項 ―― ―― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

―― ―― 



第３回新株予約権証券(平成17年５月26日定時株主総会決議) 

  

（注） １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

   ２  以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 

(1) 当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円

未満の端数については、これを切り上げる。 

(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合（新株予約権の行

使ならびに商法等の一部を改正する等の法律（平成13年法律第79号）附則第5条第2項の規定ならびに商法第221条

ノ2の規定に基づく自己株式の譲渡の場合を除く。）は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1

円未満の端数については、これを切り上げる。 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控

除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替え

るものとする。 

(3) 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた

ときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するものとす

る。 

  

  中間会計期間末現在
（平成19年８月31日） 

提出日の前月末現在
（平成19年10月31日） 

新株予約権の数（個）         6,458 (注)１          6,340 (注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 645,800 634,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり    2,435  (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月１日～
平成21年５月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円) 

発行価格   2,435
資本組入額  1,218 

同左 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はでき
ないこととする。 

新株予約権の割り当てを受けた
対象者は、新株予約権の行使時に
おいても当社および当社子会社に
在任・在籍（形態は問わない）してい
ることを要する。 

新株予約権の第三者への譲渡、
質入れ、相続その他の一切の処分
は認めない。 
  上記の他、各対象者から当社へ
の新株予約権返還事由、新株予約
権の行使の制限その他に関し、新
株予約権割当契約に定めるものと
する。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは、取

締役会の承認を要するものとする。 
同左 

代用払込みに関する事項 ―― ―― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

―― ―― 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
1 

分割・併合の比率 

調 整 後 

払込価額 
＝ 

調 整 前 

払込価額 
× 

既発行株式数 ＋ 
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 

新規株式発行前の1株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



(3) 【ライツプランの内容】 

  

      該当事項はありません 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年８月31日現在 

(注) １ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 

(百万円) 

平成19年８月31日 ― 41,713 ― 12,944 ― 13,157 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

スティールパートナーズ ジャ
パン ストラテジックファンド
（オフショア）エルピー 
(常任代理人 香港上海銀行東京
支店)  

P.O.BOX  2681  GT  CENTURY  YARD.4TH  FL.
CRICKET SQUARE.HUTCHINS DR.GEORGE TOWN. 
GRAND CAYMAN C.I., B.W.I 
(東京都中央区日本橋３丁目１１番１号) 

10,300 24.69

ステート ストリート バンク ア
ンド トラスト カンパニー 
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行 兜町証券決済業
務室) 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U.S.A. 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

6,803 16.31

根 本 信 男 東京都世田谷区 3,856 9.24

株式会社アデランス 東京都新宿区新宿一丁目６番３号 2,992 7.17

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 1,658 3.97

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 1,188 2.84

ビーエヌピー パリバ セキユ
リテイーズ サービス ルクセ
ンブルグ ジャステック セキ
ユリテイーズ 
(常任代理人 香港上海銀行東京
支店) 

23, AVENUE DE LA PORTE NEUVE L-2085
LUXEMBOURG 
  
(東京都中央区日本橋３丁目１１番１号) 

1,083 2.59

第一生命保険相互会社 
(常任代理人 資産管理サービス
信託銀行株式会社) 

東京都千代田区有楽町一丁目13番１号
(東京都中央区晴海一丁目８番12号) 

726 1.74

シテイバンク ロンドン エヌ
エー アジムート エスジーア
ール エスピーエー 
(常任代理人 シテイバンク銀行
株式会社) 

VIA MONDATORA. 19 41100 MODENA ITALY
  
(東京都品川区東品川二丁目３番14号) 

539 1.29

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口４) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 432 1.03

計 ― 29,582 70.91

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,658千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1,188千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 432千株



２ 次の法人から、大量保有報告書に係る変更報告書の提出があり(報告義務発生日 平成19年7月19日)、次のとおり株式を

所有している旨報告を受けておりますが、当中間会計期間末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができま

せんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。 

前事業年度末では主要株主でなかったドッチ・アンド・コックスは、当中間期末では主要株主となっております。 

  

３ 次の法人から、大量保有報告書の提出があり(報告義務発生日 平成17年9月30日)、次のとおり株式を所有している旨報

告を受けておりますが、当中間会計期間末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記

「大株主の状況」では考慮しておりません。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

ドッチ・アンド・コックス 

アメリカ合衆国カリフォルニア
州94104，サンフランシスコ，カ
リフォルニア・ストリート555，
40階 

4,747 11.38

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

バークレイズ・グローバ
ル・インベスターズ信託銀
行株式会社 

東京都渋谷区広尾一丁目１番39
号 

112 0.27

バークレイズ・グローバ
ル・インベスターズ株式会
社 

東京都渋谷区広尾一丁目１番39
号 

1,137 2.73

バークレイズ・グローバ
ル・イン ベス ター ズ、エ
ヌ・エイ 

米国カリフォルニア州サンフラ
ンシスコ市フリーモント・スト
リート45 

790 1.90

バークレイズ・グローバ
ル・ファンド・アドバイザ
ーズ 

米国カリフォルニア州サンフラ
ンシスコ市フリーモント・スト
リート45 

298 0.72

バークレイズ・グローバ
ル・インベスターズ・オー
ストラリア・リミテッド 

オーストラリア ニュー・サウ
ス・ウエールズ州シドニーハー
リントン・ストリート111 

36 0.09

バークレイズ・グローバ
ル・インベスターズ・リミ
テッド 

英国ロンドン市ロイヤル・ミン
ト・コート１ 

143 0.34

バークレイズ・グローバ
ル・インベスターズ・カナ
ダ・リミテッド 

カナダ オンタリオ州トロント
市ベイ・ストリート161，2500号 

1 0.00

計 ― 2,520 6.04



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年８月31日現在 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が 5,800株(議決権58個)含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年８月31日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式   2,992,700 

―
株主としての権利内容に制限
のない標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 普通株式  38,643,300 386,433 同上 

単元未満株式 普通株式      77,388 ― 同上 

発行済株式総数 41,713,388 ― ― 

総株主の議決権 ― 386,433 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 

(株) 

他人名義
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式) 
株式会社アデランス 

東京都新宿区新宿一丁目
６番３号 

2,992,700 ― 2,992,700 7.17

計 ― 2,992,700 ― 2,992,700 7.17 

月別 
平成19年 
３月 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

高(円) 3,070 3,090 2,830 2,770 2,590 2,370 

低(円) 2,770 2,680 2,465 2,355 2,210 1,881 



３ 【役員の状況】 

    役職の異動 

  

役員の氏名 新役職名 旧役職名 異動年月日 

岡 本 孝 善 代表取締役社長 
代表取締役会長兼 

高経営責任者(CEO) 
平成19年９月１日 

田 中 二 男 
取締役 

経営企画室、広報IR室担当 

取締役 

経営企画本部担当 
平成19年９月１日 

山 川 寛 恭 

取締役 

総務室、財務室、法務室担当兼総務

室長 

取締役 

管理部長 
平成19年９月１日 

箕 輪 睦 夫 
取締役 

関連事業統括室長 

取締役 

海外事業部長 
平成19年９月１日 

徳 丸 勝 治 取締役 
代表取締役社長兼 

高執行責任者(COO) 
平成19年９月１日 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

  

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。) に基づいて作成しております。 

       なお、前中間連結会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。) に基づいて作成しております。 

       なお、前中間会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日ま

で）および前中間会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）の中間連結財務諸表および中間財務諸表

について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年３月１日から

平成19年８月31日まで）および当中間会計期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）の中間連結財務諸表

および中間財務諸表について、京橋監査法人により中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  
  

    
前中間連結会計期間末 

(平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)                    

Ⅰ 流動資産                    

１ 現金及び預金     12,930     14,146     14,525  

２ 受取手形及び 
  売掛金 

    4,535 5,166   5,565 

３ 有価証券     7,312     7,402     7,700  

４ たな卸資産     4,433     4,946     4,364  

５ 繰延税金資産     1,887     1,126     1,159  

６ その他     1,312     2,436     2,790  

７ 貸倒引当金     △107     △184     △121  

流動資産合計     32,303 38.2   35,039 37.9   35,985 39.3 

Ⅱ 固定資産                    

１ 有形固定資産 ※1                  

(1) 建物及び 
  構築物 

※2 12,862   13,522 13,550   

(2) 土地 ※2 11,467     11,422     11,902    

(3) その他   2,423 26,752 31.6 3,065 28,010 30.3 2,691 28,144 30.7 

２ 無形固定資産                    

(1) 営業権   130     －     121    

(2) のれん   －     2,588     －    

(3) 連結調整勘定   2,454     －     2,627     

(4) その他   2,840 5,425 6.4 3,690 6,278 6.8 3,804 6,552 7.1 

３ 投資その他の 
  資産 

         

(1) 投資有価証券   9,867     12,119     9,816    

(2) 保証金及び 
  敷金 

  3,657   3,967 3,917   

(3) 繰延税金資産   3,063     3,199     3,126    

(4) その他   3,616     5,079     4,749    

(5) 貸倒引当金   △35 20,169 23.8 △1,164 23,201 25.0 △630 20,975 22.9 

固定資産合計     52,347 61.8   57,490 62.1   55,672 60.7 

資産合計     84,651 100.0   92,529 100.0   91,658 100.0 

            

    
前中間連結会計期間末 

(平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年２月28日) 

注記 構成比 構成比 構成比



  

区分 番号 金額(百万円) (％) 金額(百万円) (％) 金額(百万円) (％)

(負債の部)                    

Ⅰ 流動負債                    

１ 支払手形及び 
  買掛金 

   1,466 2,067  1,632 

２ 短期借入金 ※2   －     3,575     745  

３ 賞与引当金     1,548     1,565     1,395  

４ 役員賞与引当金     －     －     111  

５ 商品保証引当金     144     154     150  

６ 返品調整引当金     62     86     110  

７ 未払法人税等     1,362     461     843  

８ 前受金     2,651     2,502     2,697  

９ 繰延税金負債     4     5     6  

10 その他 ※2   2,719     3,728     3,586  

流動負債合計     9,961 11.8   14,146 15.3   11,281 12.3 

Ⅱ 固定負債                     

１ 社債     －     180     190   

２ 長期借入金 ※2   －     774     1,067   

３ 長期未払金     －     781     －   

４ 退職給付引当金     3,518     3,453     3,529   

５ 役員退職慰労 

  引当金 
    813     －     953   

６ 繰延税金負債     21     34     32   

７ その他     1,256     1,689     1,581   

固定負債合計     5,609 6.6   6,913 7.5   7,355 8.0 

負債合計     15,570 18.4   21,059 22.8   18,636 20.3 

(純資産の部)                    

Ⅰ 株主資本                    

１ 資本金     12,944 15.3   12,944 14.0   12,944 14.1

２ 資本剰余金     13,157 15.5   13,157 14.2   13,157 14.4

３ 利益剰余金     52,595 62.1   52,532 56.8   55,042 60.0

４ 自己株式     △9,087 △10.7   △9,031 △9.8   △9,057 △9.9

 株主資本合計     69,609 82.2   69,602 75.2   72,086 78.6

Ⅱ 評価・換算差額

等 
                   

１ その他有価証券 
  評価差額金 

   496 0.6 392 0.4  602 0.7

２ 為替換算 
  調整勘定 

   △1,122 △1.3 1,390 1.5  10 0.0

 評価・換算差額 
 等合計 

   △626 △0.7 1,783 1.9  613 0.7

Ⅲ 新株予約権     － －   0 0.0   0 0.0

Ⅳ 少数株主持分     97 0.1   84 0.1   321 0.4

純資産合計     69,080 81.6   71,469 77.2   73,021 79.7

負債純資産合計     84,651 100.0   92,529 100.0   91,658 100.0

          



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     36,062 100.0   36,296 100.0   73,498 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※1   6,615 18.3   7,689 21.2   13,726 18.7 

売上総利益     29,446 81.7   28,607 78.8   59,772 81.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2   26,018 72.2 28,146 77.5   51,560 70.1

営業利益     3,428 9.5   461 1.3   8,212 11.2 

Ⅳ 営業外収益                     

１ 受取利息   133     172     291     

２ 受取配当金   12     13     20     

３ 不動産賃貸料   194     212     370     

４ 為替差益   54     101     32     

５ その他   163 557 1.5 206 707 1.9 296 1,010 1.4 

Ⅴ 営業外費用                     

１ 支払利息   5     43     29     

２ 不動産賃貸費用   123     140     216     

３ たな卸資産評価損   49     －     34     

４ たな卸資産廃棄損   29   14 60   

５ 貸倒引当金繰入額   15     11     －     

６ その他   48 272 0.7 92 302 0.8 65 406 0.6 

経常利益 
    

3,713 10.3   865 2.4   8,815 12.0 

Ⅵ 特別利益                 

１ 過年度費用修正益   －     3     8     

２ 固定資産売却益 ※3 20     39     21     

３ 貸倒引当金戻入益   0   13 －   

４ その他   － 21 0.1 － 57 0.2 8 38 0.0

Ⅶ 特別損失                     

１ 固定資産売却損 ※4 28     101     44     

２ 固定資産除却損 ※5 23     52     58     

３ 投資有価証券評価損   53   45 141   

４ 貸倒引当金繰入額   －   580 552   

５ たな卸資産評価損   －   101 －   

６ その他   － 105 0.3 82 963 2.7 178 974 1.3

税金等調整前中間 
(当期)純利益 
又は税金等調整前 
中間純損失(△) 

    3,628 10.1 △40 △0.1   7,878 10.7

法人税、住民税 
及び事業税 

  
  

1,856   611 2,040   

法人税等調整額   △898 957 2.7 154 765 2.1 △152 1,888 2.5 

少数株主損失     － － 237 0.6   101 0.1

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 

    2,670 7.4 △568 △1.6   6,091 8.3

            



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年２月28日残高(百万円) 12,944 13,157 51,206 △7,314 69,992 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当     △863   △863 

 利益処分による役員賞与     △130   △130 

 中間純利益     2,670   2,670 

 自己株式の取得       △3,113 △3,113 

 自己株式の処分     △287 1,340 1,053 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)           

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) － － 1,389 △1,772 △383 

平成18年８月31日残高(百万円) 12,944 13,157 52,595 △9,087 69,609 

  
評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 為替換算調整勘定

評価・換算
差額等合計 

平成18年２月28日残高(百万円) 626 △1,379 △753 97 69,337 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当         △863 

 利益処分による役員賞与         △130 

 中間純利益         2,670 

 自己株式の取得         △3,113 

自己株式の処分         1,053 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △129 256 126 － 126 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △129 256 126 － △256 

平成18年８月31日残高(百万円) 496 △1,122 △626 97 69,080 



当中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年２月28日残高(百万円) 12,944 13,157 55,042 △9,057 72,086 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当     △1,935   △1,935 

 中間純損失（△）     △568   △568 

 自己株式の取得       △2 △2 

 自己株式の処分     △5 28 22 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)           

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

－ － △2,510 25 △2,484 

平成19年８月31日残高(百万円) 12,944 13,157 52,532 △9,031 69,602 

  
評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成19年２月28日残高(百万円) 602 10 613 0 321 73,021 

中間連結会計期間中の変動額             

 剰余金の配当           △1,935 

 中間純損失（△）           △568 

 自己株式の取得           △2 

自己株式の処分           22 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △210 1,380 1,169 － △237 932 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △210 1,380 1,169 － △237 △1,551 

平成19年８月31日残高(百万円) 392 1,390 1,783 0 84 71,469 



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

  

  

（注）平成18年5月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年２月28日残高(百万円) 12,944 13,157 51,206 △7,314 69,992 

連結会計年度中の変動額           

 剰余金の配当（注）     △863   △863 

 剰余金の配当     △967   △967 

 役員賞与（注）     △130   △130 

 当期純利益     6,091   6,091 

 自己株式の取得       △3,118 △3,118 

 自己株式の処分     △294 1,375 1,081 

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)           

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

－ － 3,836 △1,742 2,094 

平成19年２月28日残高(百万円) 12,944 13,157 52,042 △9,057 72,086 

  
評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年２月28日残高(百万円) 626 △1,379 △753 － 97 69,337 

連結会計年度中の変動額             

 剰余金の配当（注）           △863 

 剰余金の配当           △967 

 役員賞与（注）           △130 

 当期純利益           6,091 

 自己株式の取得           △3,118 

自己株式の処分           1,081 

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) △23 1,389 1,366 0 224 1,591 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) △23 1,389 1,366 0 224 3,684 

平成19年２月28日残高(百万円) 602 10 613 0 321 73,021 



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日)

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

１ 税金等調整前中間(当期) 
純利益又は税金等調整前 
中間純損失(△) 

 3,628 △40 7,878

２ 減価償却費   1,000 1,224 2,150 

３ 有形固定資産除却損   81 89 175 

４ 投資有価証券評価損   53 45 141 

５ 連結調整勘定償却額   331 － 595 

６ のれん償却額   － 266 － 

７ 賞与引当金の増減額   125 164 △28 

８ 役員賞与引当金の増減額   － △111 111 

９ 退職給付引当金の増減額   △40 △100 △93 

10 受取利息及び受取配当金   △146 △186 △311 

11 支払利息   5 43 29 

12 売上債権の増減額   648 443 △268 

13 たな卸資産の増減額   △351 △414 △100 

14 仕入債務の増減額   52 395 124 

15 保証金及び敷金の増減額   92 △42 85 

16 役員賞与の支払額   △130 － △130 

17 その他   △926 727 △1,074 

小計   4,424 2,504 9,284 

18 利息及び配当金の受取額   134 186 309 

19 利息の支払額   △5 △43 △29 

20 法人税等の支払額   △3,754 △1,012 △4,491 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 799 1,634 5,073

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

１ 定期預金の増減額   2,771 △98 2,981 

２ 有価証券の取得による支出   △3,996 △4,988 △5,991 

３ 有価証券の売却による収入   6,996 6,288 8,907 

４ 有形固定資産の取得による 
  支出 

 △1,206 △1,288 △2,473

５ 無形固定資産の取得による 
  支出 

 △296 △170 △1,361

６ 投資有価証券の取得による 
  支出 

 △1,666 △1 △2,667

７ 投資有価証券の売却による 
  収入 

 605 － 605

８ 連結の範囲変更を伴う 
子会社株式の取得による 
支出 

 △27 － △27

９ 非連結子会社株式の 

  取得による支出 
  － △3,697 － 

10 その他   141 118 286 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 3,322 △3,838 258



  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日)

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

   

１ 自己株式の取得による支出   △3,113 △2 △3,118 

２ 自己株式の売却による収入   1,053 － 1,081 

３ 自己株式の処分による収入   － 22 － 

４ 配当金の支払額   △863 △1,933 △1,831 

５ 短期借入れによる収入   － 3,600 － 

６ その他   － △792 △222 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △2,923 892 △4,090 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 121 829 768 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   1,320 △481 2,010 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 15,896 17,956 15,896 

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び 
現金同等物の期首残高 

 － － 50 

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 17,216 17,475 17,956 

     



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  

前中間連結会計期間(自 平成18年３月１日至 平成18年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年３月１日至 平成19年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年３月１日至 平成19年２月28日) 

該当事項はありません。 

  



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  
  

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ 連結の範囲に 

関する事項 

(1) 連結子会社は28社であ

ります。 

主要な連結子会社名 

フォンテーヌ㈱ 

㈱エーディーエヌ 

Aderans Holding  

Co., Inc. 

(在外子会社) 

Aderans Europe  

B.V.(在外子会社) 

Aderans Thai Ltd. 

(在外子会社) 

なお、当中間連結会

計期間から、買収に

よりBest Move Co., 

Ltd.を連結の範囲に

含めております。 

(1) 連結子会社は33社であ

ります。 

主要な連結子会社名 

フォンテーヌ㈱ 

㈱エーディーエヌ 

Aderans Holding  

Co., Inc. 

(在外子会社) 

Aderans Europe  

B.V.(在外子会社) 

Aderans Thai Ltd. 

(在外子会社) 

なお、当中間連結会

計期間から、設立に

よりBosley 

Mexico,S.R.L.と 

Bosley 

International 

Holdings,LLCを連結

の範囲に含めており

ます。 

(1) 連結子会社は30社であ

ります。 

主要な連結子会社名 

フォンテーヌ㈱ 

㈱エーディーエヌ 

Aderans Holding  

Co., Inc. 

(在外子会社) 

Aderans Europe  

B.V.(在外子会社) 

Aderans Thai Ltd. 

(在外子会社) 

なお、当連結会計年

度から、新規設立に

より㈱ヘアトラスト

ホ ー ル デ ィ ン グ ス

を、買収によりBest 

Move  Co.,  Ltd.を、

増資引受けにより㈱

サムソン、㈱ノディ

ンを連結の範囲に含

め、清算により㈱エ

ーディーイーを連結

の範囲から除外して

おります。 

  (2) 主要な非連結子会社は

ありません。 

非連結子会社は、いず

れも中間連結財務諸表

に与える影響が軽微で

あるため、連結の範囲

から除外しておりま

す。 

(2)    同左 

  

(2) 主要な非連結子会社は

ありません。 

非連結子会社は、いず

れも連結財務諸表に与

える影響が軽微である

ため、連結の範囲から

除外しております。 

２ 持分法の適用に 

関する事項 

非連結子会社は、いずれも

中間連結財務諸表に与える

影響が軽微であるため、持

分法を適用しておりませ

ん。 

非連結子会社および関連会

社は、いずれも中間連結財

務諸表に与える影響が軽微

であるため、持分法を適用

しておりません。 

非連結子会社および関連会

社は、いずれも連結財務諸

表に与える影響が軽微であ

るため、持分法を適用して

おりません。 

３ 連結子会社の  

(中間)決算日等 

に関する事項 

連結子会社のうち、㈱エー

ディーエヌ、㈱エーディー

イーおよび在外連結子会社

25社の中間決算日は６月30

日でありますが、各社とも

中間連結決算日との差異が

３カ月を超えていないの

で、当該中間決算日の中間

財務諸表を基礎として連結

を行っており、中間連結決

算日との間に生じた重要な

取引については連結上必要

な調整を行っております。 

連結子会社のうち、国内連

結子会社４社および在外連

結子会社28社の中間決算日

は６月30日でありますが、

各社とも中間連結決算日と

の差異が３カ月を超えてい

ないので、当該中間決算日

の中間財務諸表を基礎とし

て連結を行っており、中間

連結決算日との間に生じた

重要な取引については連結

上必要な調整を行っており

ます。 

連結子会社のうち、国内連

結子会社４社および在外連

結子会社25社の決算日は12

月31日でありますが、各社

とも連結決算日との差異が

３カ月を超えていないの

で、当該決算日の財務諸表

を基礎として連結を行って

おり、連結決算日との間に

生じた重要な取引について

は連結上必要な調整を行っ

ております。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

４ 会計処理基準に 

関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額

法) 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

  子会社株式 

移動平均法による 

原価法 

子会社株式 

 同左 

子会社株式 

同左 

     その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間決算日の市

場価格等に基づ

く時価法(評価

差額は全部純資

産直入法により

処理し、売却原

価は移動平均法

により算定) 

   その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     決算日の市場価

格等に基づく時

価法(評価差額

は全部純資産直

入法により処理

し、売却原価は

移動平均法によ

り算定) 

      時価のないもの 

     移動平均法によ

る原価法 

時価のないもの 

同左 

    時価のないもの 

     同左 

  ② たな卸資産 

  商品・製品 

   中間連結財務諸表提

出会社については、

かつらのうちオーダ

ーメイドは個別法に

よる原価法、レディ

ーメイドは総平均法

による原価法、その

他の商品は 終仕入

原価法によっており

ます。 

   また、国内連結子会

社については、主と

して移動平均法によ

る原価法、在外連結

子会社については、

先入先出法による低

価法または移動平均

法による低価法によ

っております。 

② たな卸資産 

商品・製品 

同左 

② たな卸資産 

  商品・製品 

   連結財務諸表提出会

社については、かつ

らのうちオーダーメ

イドは個別法による

原価法、レディーメ

イドは総平均法によ

る原価法、その他の

商品は 終仕入原価

法によっておりま

す。 

   また、国内連結子会

社については、主と

して移動平均法によ

る原価法、在外連結

子会社については、

先入先出法による低

価法または移動平均

法による低価法によ

っております。 

    原材料・仕掛品 

   連結子会社について

は先入先出法による

低価法または移動平

均法による低価法に

よっております。 

原材料・仕掛品 

同左 

原材料・仕掛品 

同左 



  

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

    貯蔵品 

   支給資材は個別法

による原価法、そ

の他の貯蔵品は主

として 終仕入原

価法によっており

ま す。た だ し、在

外連結子会社につ

いては先入先出法

による低価法によ

っております。 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 

  (2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

    有形固定資産 

  主として定率法(ただ

し、平成10年４月１日

以降取得した建物「建

物附属設備を除く」に

ついては定額法によっ

ております。)。一部の

国内連結子会社につい

ては定額法。ただし、

在外連結子会社の有形

固定資産については、

主として定額法によっ

ております。 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 

13～47年 

―――――――― 

有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（会計方針の変更） 

 平成19年4月1日以降取得

した有形固定資産の償却方

法について、国内連結会社

については平成19年度税制

改正により導入された新た

な定額法および定率法に変

更しております。なお、こ

の変更による営業利益、経

常利益および税金等調整前

中間純損失に与える影響額

は軽微であります。 

有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

―――――――― 

    無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソ

フトウエアについて

は、社内における利用

可能期間(５年)に基づ

く定額法により償却し

ています。 

  無形固定資産 

同左 

  無形固定資産 

同左 

    長期前払費用 

   均等償却 

長期前払費用 

同左 

長期前払費用 

同左 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

  (3) 重要な引当金の計上 

基準 

① 貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備

えるため、一般債権

については貸倒実績

率により、貸倒懸念

債権等特定の債権に

ついては個別に回収

可能性を検討し、回

収不能見込額を計上

し て お り ま す。な

お、在外連結子会社

については、個々の

債権の回収可能性を

検討し計上しており

ます。 

(3) 重要な引当金の計上 

基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(3) 重要な引当金の計上 

基準 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

  中間連結財務諸表提

出会社および国内連

結 子 会 社 に つ い て

は、従業員に対する

賞与の支給に備える

ため、支給見込額に

基づき計上しており

ます。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

  連結財務諸表提出会社

および国内連結子会社

については、従業員に

対する賞与の支給に備

えるため、支給見込額

に基づき計上しており

ます。 

  ③ 商品保証引当金 

  中間連結財務諸表提

出会社については、

販売商品の無償保証

契約に基づく補修費

に充てるため、過去

の補修実績を基礎と

して、その必要額を

見積計上しておりま

す。 

③ 商品保証引当金 

同左 

③ 商品保証引当金 

  連結財務諸表提出会社

については、販売商品

の無償保証契約に基づ

く補修費に充てるた

め、過去の補修実績を

基礎として、その必要

額を見積計上しており

ます。 

  ④ 返品調整引当金 

  連結子会社のうちフ

ォンテーヌ㈱につい

ては、販売商品の返

品による損失に備え

るため、売掛金残高

に当上半期および前

期の平均返品率と当

上半期の売上総利益

率を乗じた額を計上

しております。 

④ 返品調整引当金 

同左 

④ 返品調整引当金 

  連結子会社のうちフォ

ンテーヌ㈱について

は、販売商品の返品に

よる損失に備えるた

め、売掛金残高に当期

および前期の平均返品

率と当期の売上総利益

率を乗じた額を計上し

ております。 

  ⑤  ―――――― ⑤  ―――――― ⑤ 役員賞与引当金 

連結財務諸表提出会社

および連結子会社のフ

ォンテーヌ㈱について

は、役員に対する賞与

の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計

上しております 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

  ⑥ 退職給付引当金 

    中間連結財務諸表提出

会社、国内連結子会社

および一部の在外連結

子会社については、従

業員に対する退職給付

に備えるため、当連結

会計年度末における退

職給付債務および年金

資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期

末において発生してい

ると認められる額を計

上しております。 

    過去勤務債務について

は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(５

年)による定額法によ

り費用処理しておりま

す。 

    数理計算上の差異につ

いては、その発生時の

従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

(５年)による定額法に

より翌連結会計年度よ

り費用処理しておりま

す。 

⑥ 退職給付引当金 

    同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

⑥ 退職給付引当金 

  連結財務諸表提出会

社、国内連結子会社お

よび一部の在外連結子

会社については、従業

員に対する退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務および年金資

産の見込額に基づき計

上しております。 

過去勤務債務について

は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(５

年)による定額法によ

り費用処理しておりま

す。 

  数理計算上の差異につ

いては、その発生時の

従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

(５年)による定額法に

より翌連結会計年度か

ら費用処理しておりま

す。 

  ⑦ 役員退職慰労引当金 

   中間連結財務諸表提出

会社および連結子会社

のフォンテーヌ㈱につ

いては、役員に対する

退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づ

く中間期末要支給額を

計上しております。 

   なお、当制度は平成17

年5月をもって廃止と

なり、「役員退職慰労

引当金」は制度適用期

間中から在任している

役員に対して退任時に

支給する予定額であり

ます。    

⑦  ――――――― ⑦ 役員退職慰労引当金 

  連結財務諸表提出会社

ならびに連結子会社の

フォンテーヌ㈱および

㈱サムソンについて

は、役員に対する退職

慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期

末要支給額を計上して

おります。 

  なお、当制度は過年度

において廃止となり、

「役員退職慰労引当

金」は制度適用期間中

から在任している役員

に対して退任時に支給

する予定額でありま

す。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

  (4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

  外貨建金銭債権債務

は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損

益として処理しており

ます。なお、在外連結

子会社の資産および負

債は中間決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用

は期中平均相場により

円貨に換算し、換算差

額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定に

含めております。 

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

    同左 

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

  外貨建金銭債権債務

は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損

益として処理しており

ます。なお、在外連結

子会社の資産および負

債は決算日の直物為替

相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨

に換算し、換算差額は

純資産の部における為

替換算調整勘定に含め

て計上しております。 

  (5) 重要なリース取引の処

理方法 

  リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

については、通常の賃

貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっ

ております。 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

  (6) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項 

(6) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項 

(6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

    消費税等の処理方法 

   消費税及び地方消費

税の会計処理は、税

抜方式によっており

ます。 

  消費税等の処理方法 

同左 

  消費税等の処理方法 

同左 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連 結 キ ャ ッ シ

ュ・フ ロ ー 計 算

書)における資金

の範囲 

  

中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現

金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能

な預金および流動性の高

い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない、取得日から３カ月以

内に満期日の到来する短期

的な投資からなります。 

同左 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預

金および流動性の高い、容

易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない、

取得日から３カ月以内に満

期日の到来する短期的な投

資からなります。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  
  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

―――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平

成17年12月9日 企業会計基準第5

号)および「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成

17年12月9日 企業会計基準適用指

針第8号）を適用しております。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は68,983百万円であ

ります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。 

  

―――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

―――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（役員賞与に関する会計基準） 

当連結会計年度から「役員賞与に

関する会計基準」(企業会計基準委員

会 平成17年11月29日 企業会計基

準第4号)を適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益および税金等調

整前当期純利益が、111百万円減少し

ております。 

また、セグメント情報に与える影

響については「(セグメント情報)所

在地別セグメント情報」に記載して

おります。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17年

12月9日 企業会計基準第5号)および

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月9日

企業会計基準適用指針第8号）を適用

しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は72,699百万円であ

ります。 

連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計期間における連結財務諸

表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成して

おります。 

  



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

当中間連結会計期間から、改正後

の「自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準」(企業会計基

準委員会 終改正平成18年8月11

日 企業会計基準第1号)および「自

己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準の適用指針」(企業会

計基準委員会 終改正平成18年8

月11日 企業会計基準適用指針第2

号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。 

―――――――― 

  

―――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（企業結合に係る会計基準等） 

当中間連結会計期間から「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審議

会平成15年10月31日）及び「事業分

離等に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準第7号）並びに「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 終改

正平成18年12月22日 企業会計基準

適用指針第10号）を適用しておりま

す。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

中間連結財務諸表規則の改正によ

る中間連結財務諸表の表示に関する

変更は以下のとおりであります。 

（中間連結貸借対照表） 

「連結調整勘定」及び「営業権」

は、当中間連結会計期間から「のれ

ん」として表示しております。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算

書） 

「連結調整勘定償却額」は、当中

間連結会計期間から「のれん償却

額」として表示しております。 

―――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

―――――――― 

  



（表示方法の変更） 

  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

―――――――――― （中間連結貸借対照表） 

 中間連結財務諸表提出会社は、平成17年５月26日開催

の定時株主総会において、役員に対する退職慰労金の打

ち切り支給の決議をおこない、役員退職慰労金制度を廃

止しております。また、国内連結子会社２社についても

同様に過年度において同制度を廃止しております。この

たび監査第一委員会報告第42号「租税特別措置法上の準

備金及び特別法上の引当金又は準備金に関する監査上の

取扱い」に従い、従来「役員退職慰労引当金」として表

示しておりましたが、「長期未払金」に表示方法を変更

しております。 

（中間連結キャシュ・フロー計算書） 

 前中間連結会計期間において、「自己株式の売却によ

る収入」として表示しておりましたが、会計基準等との

整合性を図るため、「自己株式の処分による収入」とし

て表示しております。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間末
(平成19年８月31日) 

前連結会計年度末 
(平成19年２月28日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

は22,457百万円であります。 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

は24,512百万円であります。 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

は23,694百万円であります。 

※２ ―――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

―――――――― 

※２ 担保資産 

   (1)担保資産 

   建物及び構築物    43百万円 

   土地       134百万円 

   計         177百万円 

   (2)対応債務 

   流動負債のその他  80百万円 

   長期借入金    279百万円 

   計         360百万円 

  

  ３  偶発債務 

   連結子会社以外の会社等の金
融機関からの借入金に対する
債務保証 

    ㈱セントラルアカデミー 

              83百万円 

   連結子会社以外の会社等の不
動産賃借契約に対する債務保
証 

    Samson International,Inc. 

            1,398百万円 

※２ 担保資産 

   (1)担保資産 

   建物及び構築物    91百万円 

   土地       459百万円 

   計         551百万円 

   (2)対応債務 

   流動負債のその他  91百万円 

短期借入金        50百万円 

長期借入金    342百万円 

   計         483百万円 

３  偶発債務 

   連結子会社以外の会社等の金
融機関からの借入金に対する
債務保証 

    ㈱セントラルアカデミー 

              93百万円 

  



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

※１ 商品保証引当金繰入額75百万

円および返品調整引当金戻入

額34百万円が含まれておりま

す。 

※１ 商品保証引当金繰入額78百

万円および返品調整引当金

戻入額23百万円が含まれて

おります。 

※１ 商品保証引当金繰入額150百

万円および返品調整引当金繰

入額12百万円が含まれており

ます。 

※２ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目および金額は、次

のとおりであります。 

広告宣伝費 6,596百万円

給与手当 6,821百万円

賞与引当金 
繰入額 

1,507百万円

退職給付費用 195百万円

減価償却費 846百万円

連結調整勘定 
償却額 

346百万円

※２ 販売費及び一般管理費のう

ち主要な費目および金額

は、次のとおりでありま

す。 

広告宣伝費 7,012百万円

給与手当 7,380百万円

賞与引当金
繰入額 

1,490百万円

退職給付費用 140百万円

減価償却費 1,058百万円

のれん償却額 282百万円

※２ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目および金額は、次

のとおりであります。 

広告宣伝費 12,660百万円 

給与手当 15,345百万円 

賞与引当金
繰入額 

1,384百万円 

退職給付費用 380百万円 

減価償却費 1,779百万円 

連結調整勘定
償却額 

625百万円 

※３ 固定資産売却益は、主として

土地の売却によるものであり

ます。 

※３ 同左 ※３ 同左 

    

※４ 固定資産売却損は、主として

土地および機械装置の売却に

よるものであります。 

※４ 固定資産売却損は、主とし

て土地および建物の売却に

よるものであります。 

※４ 同左 

    

※５ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。 

  

建物及び構築物 17百万円 

その他  5百万円 

※５ 固定資産除却損の内訳は、

次のとおりであります。 

建物及び構築物 43百万円 

その他 9百万円 

※５ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。 

建物及び構築物 46百万円 

その他 11百万円 

６ 当中間連結会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額

は、当期において予定してい

る圧縮積立金の取崩を前提と

して、当中間連結会計期間に

係る金額を計算しておりま

す。 

―――――――― ―――――――― 



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

  

前中間連結会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) 

１ 発行済株式の種類および総数に関する事項 

  

２ 自己株式の種類および株式数に関する事項 

(注) １ 増加株式数の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加964株および平成18年7月13日開催の取締役会の決議による取得

1,000,000株であります。 

２ 減少株式数の内訳は、ストックオプション行使による減少446,700株および単元未満株式の買い増し請求による減少37株

であります。 

  

３ 新株予約権に関する事項 

  

４ 配当に関する事項 

(1)  配当金支払額 

  

(2)  基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

  

  前連結会計年度末 

株式数 

当中間連結会計期間 

増加株式数 

当中間連結会計期間 

減少株式数 

当中間連結会計期間 

末株式数 

普通株式 (株) 41,713,388 － － 41,713,388 

  前連結会計年度末 

株式数 

当中間連結会計期間 

増加株式数 

当中間連結会計期間 

減少株式数 

当中間連結会計期間 

末株式数 

普通株式 (株) 2,456,597 1,000,964 446,737 3,010,824 

  

内訳 

目的とな 

る株式の 

種類 

目的となる株式の数 （株） 当中間連 

結会計期 

間末残高 

(百万円) 

前連結会 

計年度末 

当中間連 

結会計期 

間増加 

当中間連 

結会計期 

間減少 

当中間連 

結会計期 

間末 

連結子会社 － － － － － － 0 

合計 － － － － 0 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

1株当たりの 

配当額 (円) 
基準日 効力発生日 

平成18年5月25日 

定時株主総会 
普通株式 863 22 平成18年2月28日 平成18年5月26日 

決議 株式の種類 配当の原資 

配当金の 

総額 

(百万円) 

1株当た 

りの配当 

額 (円) 

基準日 効力発生日 

平成18年10月12日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 967 25 平成18年8月31日 平成18年11月15日 



当中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) 

１ 発行済株式の種類および総数に関する事項 

  

２ 自己株式の種類および株式数に関する事項 

(注) １ 増加株式数の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加 1,114 株であります。 

２ 減少株式数の内訳は、ストックオプション行使による減少 9,300 株および単元未満株式の買い増し請求による減少 102 

株であります。 

  

３ 新株予約権に関する事項 

  

４ 配当に関する事項 

(1)  配当金支払額 

  

(2)  基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるも      

                      の  

  

  前連結会計年度末 

株式数 

当中間連結会計期間 

増加株式数 

当中間連結会計期間 

減少株式数 

当中間連結会計期間 

末株式数 

普通株式 (株) 41,713,388 － － 41,713,388 

  前連結会計年度末 

株式数 

当中間連結会計期間 

増加株式数 

当中間連結会計期間 

減少株式数 

当中間連結会計期間 

末株式数 

普通株式 (株) 3,001,021 1,114 9,402 2,992,733 

  

内訳 

目的とな 

る株式の 

種類 

目的となる株式の数 （株） 当中間連 

結会計期 

間末残高 

(百万円) 

前連結会 

計年度末 

当中間連 

結会計期 

間増加 

当中間連 

結会計期 

間減少 

当中間連 

結会計期 

間末 

連結子会社 － － － － － － 0 

合計 － － － － 0 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

1株当たりの 

配当額 (円) 
基準日 効力発生日 

平成19年5月24日 

定時株主総会 
普通株式 1,935 50 平成19年2月28日 平成19年5月25日 

決議 株式の種類 配当の原資 

配当金の 

総額 

(百万円) 

1株当た 

りの配当 

額 (円) 

基準日 効力発生日 

平成19年10月11日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 1,161 30 平成19年8月31日 平成19年11月14日 



前連結会計年度 (自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) 

１ 発行済株式の種類および総数に関する事項 

  

２ 自己株式の種類および株式数に関する事項 

(注) １ 増加株式数の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加 2,678 株および平成18年7月13日開催の取締役会の決議による

取得1,000,000株であります。 

２ 減少株式数の内訳は、ストックオプション行使による減少 457,200 株および単元未満株式の買い増し請求による減少 

1,054 株であります。 

  

３ 新株予約権に関する事項 

  

４ 配当に関する事項 

(1)  配当金支払額 

  

  

(2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度後となるもの 

  

前へ   次へ 

  前連結会計年度末 

株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度 

末株式数 

普通株式 (株) 41,713,388 － － 41,713,388 

  前連結会計年度末 

株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度 

末株式数 

普通株式 (株) 2,456,597 1,002,678 458,254 3,001,021 

  

内訳 

目的とな 

る株式の 

種類 

目的となる株式の数 （株） 当連結 

会計年 

度末残高 

(百万円) 

前連結会 

計年度末 

当連結 

会計年 

度増加 

当連結 

会計年 

度減少 

当連結 

会計年 

度末 

連結子会社 － － － － － － 0 

合計 － － － － 0 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

1株当たりの 

配当額 (円) 
基準日 効力発生日 

平成18年5月25日 

定時株主総会 
普通株式 863 22 平成18年2月28日 平成18年5月26日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

1株当たりの 

配当額 (円) 
基準日 効力発生日 

平成18年10月12日 

定時株主総会 
普通株式 967 25 平成18年8月31日 平成18年11月15日 

決議 株式の種類 配当の原資 

配当金の 

総額 

(百万円) 

1株当た 

りの配当 

額 (円) 

基準日 効力発生日 

平成19年5月24日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 1,935 50 平成19年2月28日 平成19年5月25日 



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前へ   次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

  

  

現金及び預金勘定 12,930百万円 

有価証券勘定に 
含まれるMMF等 

4,500百万円 

預入期間が３カ月を
超える定期預金 

△214百万円 

現金及び現金同等物 17,216百万円 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 14,146百万円 

有価証券勘定に
含まれるMMF等 

3,504百万円

預入期間が３カ月を
超える定期預金 

△175百万円

現金及び現金同等物17,475百万円 

１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 14,525百万円 

有価証券勘定に
含まれるMMF等 

3,504百万円 

預入期間が３カ月を
超える定期預金 

△73百万円 

現金及び現金同等物 17,956百万円 



(リース取引関係) 
  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
 至 平成19年２月28日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

  

  
取得 
価額 

相当額 

減価 
償却 

累計額
相当額 

中間期 
末残高 
相当額 

車両 
運搬具 

百万円 
30 

百万円 
23 

百万円
6

工具器 
具及び 
備品 

153 52 101

ソフト 
ウェア 

102 1 101

合計 286 77 208

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額 

  
取得 
価額 

相当額

減価
償却 

累計額
相当額

減損損
失累計
額相当

額 

中間期
末残高
相当額

建物附 
属設備 

百万円
99

百万円
14

百万円
―

百万円
84

車両 
運搬具 

17 14 ― 3

工具器 
具及び 
備品 

519 176 ― 343

ソフト 
ウェア 

172 53 13 105

合計 809 258 13 537

１ リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
取得
価額 
相当額

減価 
償却 
累計額
相当額 

減損損
失累計
額相当

額 

期末
残高 
相当額

建物附
属設備 

百万円
99

百万円 
8 

百万円 
― 

百万円
90

車両
運搬具 

30 25 ― 4

工具器
具及び 
備品 

355 156 ― 198

ソフト
ウェア 

154 34 13 106

合計 639 225 13 400

(注) 取得価額相当額は、有形固定

資産の中間期末残高等に占め

る未経過リース料中間期末残

高の割合が低いため、支払利

子込み法により算定しており

ます。 

(注)     同左 (注) 取得価額相当額は、有形固定資

産の期末残高等に占める未経過

リース料期末残高の割合が低い

ため、支払利子込み法により算

定しております。 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

  

  

  

  

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、有形固定資産の中

間期末残高に占める未経過リ

ース料中間期末残高の割合が

低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

１年以内 51百万円

１年超 157百万円

合計 208百万円

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額およびリース資産減損

勘定中間期末残高 

  

(注)     同左 

１年以内 145百万円

１年超 398百万円

合計 543百万円

リース資産減損勘定
中間期末残高 

5百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

およびリース資産減損勘定期末

残高 

  

(注) 未経過リース料期末残高相当額

は、有形固定資産の期末残高に

占める未経過リース料期末残高

の割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

１年以内 109百万円

１年超 298百万円

合計 408百万円

リース資産減損勘定
期末残高 

7百万円



  

  

前へ   次へ 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

   至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

   至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 

   至 平成19年２月28日) 

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

  

支払リース料 12百万円

減価償却費 
相当額 

12百万円

(3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額及び減価償却

費相当額 

支払リース料 76百万円

リース資産減損
勘定の取崩額 

2百万円

減価償却費
相当額 

74百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額及び減価償却費相

当額 

支払リース料 56百万円

リース資産減損
勘定の取崩額 

1百万円

減価償却費 
相当額 

55百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

      同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

      同左 

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年以内 557百万円

１年超 3,318百万円

合計 3,876百万円

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年以内 714百万円

１年超 3,630百万円

合計 4,344百万円

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年以内 564百万円

１年超 3,418百万円

合計 3,983百万円



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末（平成18年８月31日） 

１ 時価のある有価証券  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

当中間連結会計期間末（平成19年８月31日） 

１ 時価のある有価証券  

  

区          分 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

時価 

 (百万円) 

差額 

 (百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 

社債 

  

8,406 

  

8,348 

  

△57 

計 8,406 8,348 △57 

区          分 
取得原価 

 (百万円) 

中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

差額 

 (百万円) 

(2) その他有価証券 

株式 

  

1,953 

  

2,791 

  

837 

計 1,953 2,791 837 

内容 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 

コマーシャルペーパー 

  

3,996 

(2) その他有価証券 

① マネー・マネージメント・ファンド 

② 非上場株式 

  

1,503 

192 

区          分 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

時価 

 (百万円) 

差額 

 (百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 

社債 

  

7,201 

  

7,125 

  

△75 

計 7,201 7,125 △75 

区          分 
取得原価 

 (百万円) 

中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

差額 

 (百万円) 

(2) その他有価証券 

株式 

  

1,910 

  

2,571 

  

661 

計 1,910 2,571 661 



２ 時価評価されていない主な有価証券 

 有価証券について45百万円（その他有価証券で時価のある株式45百万円）減損処理を行っております。 

 なお、減損処理にあたっては、中間期末（期末）における時価が取得価額に比べ50%以上下落した場合には 

全て減損処理を行い、30～50%下落した場合には個別銘柄ごとに毎月末の下落率の平均が30%を超えるものにつ 

いて減損処理を行うこととしております。 

  

前連結会計年度末（平成19年２月28日） 

１ 時価のある有価証券  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

前へ   次へ 

内容 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 

コマーシャルペーパー 

  

3,994 

(2) その他有価証券 

① マネー・マネージメント・ファンド 

② 非上場株式 

  

1,508 

192 

区          分 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

時価 

 (百万円) 

差額 

 (百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 

社債 

  

8,501 

  

8,423 

  

△77 

計 8,501 8,423 △77 

区          分 
取得原価 

 (百万円) 

連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

差額 

 (百万円) 

(2) その他有価証券 

株式 

  

1,955 

  

2,971 

  

1,016 

計 1,955 2,971 1,016 

内容 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 

コマーシャルペーパー 

  

3,995 

(2) その他有価証券 

①マネー・マネージメント・ファンド 

②非上場株式 

  

1,505 

193 



 (デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないので該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないので該当事項はありません。 

  

前連結会計年度  （自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないので該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

・ストック・オプションの内容 

  

会社名 Bosley, Inc. 

区分 
平成18年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分および人数

(名) 

従業員10名

株式の種類別のストック・オプ

ションの数 
普通株式 83,887株 

付与日 平成18年４月１日 

権利確定条件 

付与日から１年後に20％権
利確定、以後残80％につき
４年間48回均等に権利確
定。 
権利行使時においても勤務
していること。 

対象勤務期間 該当事項はありません。 

権利行使期間 付与日から10年間 



当中間連結会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

・ストック・オプションにかかる当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

   販売費及び一般管理費  ３百万円 

・当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

  

前連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

・ストック・オプションの内容 

  

前へ     

会社名 Bosley, Inc. 

区分 
平成19年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分および人数

(名) 

従業員9名

株式の種類別のストック・オプ

ションの数 
普通株式 164,199株 

付与日 平成19年５月１日 

権利確定条件 

付与日から１年後に20％権
利確定、以後残80％につき
４年間48回均等に権利確
定。 
権利行使時においても勤務
していること。 

対象勤務期間 該当事項はありません。 

権利行使期間 付与日から10年間 

権利行使価格 （米ドル） 7.00 

公正な評価単価（米ドル） 3.28 

会社名 Bosley, Inc. 

区分 
平成18年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分および人数

(名) 

従業員10名

株式の種類別のストック・オプ

ションの数 
普通株式 83,887株 

付与日 平成18年４月１日 

権利確定条件 

付与日から１年後に20％権
利確定、以後残80％につき
４年間48回均等に権利確
定。 
権利行使時においても勤務
していること。 

対象勤務期間 該当事項はありません。 

権利行使期間 付与日から10年間 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「毛髪関連事業」の割合が、いずれも90％を超えている

ため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「毛髪関連事業」の割合が、いずれも90％を超えている

ため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度 (自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「毛髪関連事業」の割合が、いずれも90％を超えている

ため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) 

  

  

当中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) 

  

  

前連結会計年度 (自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) 

  

  

  日本 

(百万円) 

アジア 

(百万円) 

北米 

(百万円) 

欧州 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高 

 (1) 外部顧客に対する売上高 

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 

  

26,615 

  

239 

  

7,372 

  

1,834 

  

36,062 

  

－ 

  

36,062 

33 2,219 828 0 3,082 (3,082) － 

計 26,648 2,459 8,200 1,835 39,144 (3,082) 36,062 

営業費用 22,109 2,129 7,970 1,681 33,890 (1,256) 32,633 

営業利益 4,538 330 230 154 5,253 (1,825) 3,428 

  日本 

(百万円) 

アジア 

(百万円) 

北米 

(百万円) 

欧州 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高 

 (1) 外部顧客に対する売上高 

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 

  

26,334 

  

224 

  

7,639 

  

2,097 

  

36,296 

  

－ 

  

36,296 

26 2,450 955 － 3,433 (3,433) － 

計 26,361 2,675 8,595 2,097 39,730 (3,433) 36,296 

営業費用 24,122 2,427 8,662 1,997 37,210 (1,374) 35,835 

営業利益又は営業損失（△） 2,238 248 △67 100 2,519 (2,058) 461 

  日本 

(百万円) 

アジア 

(百万円) 

北米 

(百万円) 

欧州 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高 

 (1) 外部顧客に対する売上高 

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 

  

54,707 

  

471 

  

14,573 

  

3,746 

  

73,498 

  

－ 

  

73,498 

52 4,611 1,688 0 6,352 (6,352) － 

計 54,760 5,083 16,261 3,746 79,851 (6,352) 73,498 

営業費用 44,820 4,355 15,733 3,459 68,368 (3,081) 65,286 

営業利益 9,939 728 528 286 11,483 (3,271) 8,212 



(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国または地域 

(1) アジア・・・・・・・ タイ・フィリピン・台湾 

(2) 北 米・・・・・・・ 米国 

(3) 欧 州・・・・・・・ フランス・ドイツ・オランダ・ベルギー・イギリス・スウェーデン 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管理

部門および全社資産に係る費用であります。 

前中間連結会計期間   1,788百万円 

当中間連結会計期間  2,112百万円 

前連結会計年度       3,302百万円 

  



【海外売上高】 

前中間連結会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) 

  

当中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) 

  

前連結会計年度   (自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) 

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
       2  本邦以外の区分に属する主な国または地域 

(1)ア ジ ア・・・・・・ タイ・フィリピン・台湾・韓国・シンガポール 

(2)北    米・・・・・・ 米国 

(3)欧    州・・・・・・ フランス・ドイツ・オランダ・ベルギー・イギリス・スウェーデン 

(4)その他の地域・・・・ 豪州・中南米 

       3  海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計 

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

1 海 外 売 上 高 218 7,325 1,930 43 9,518 

2 連 結 売 上 高 ― ― ― ― 36,062 

3 連結売上高に占める           

  海外売上高の割合（％） 0.6 20.3 5.4 0.1 26.4 

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計 

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

1 海 外 売 上 高 216 7,577 2,117 58 9,969 

2 連 結 売 上 高 ― ― ― ― 36,296 

3 連結売上高に占める           

  海外売上高の割合（％） 0.6 20.9 5.8 0.2 27.5 

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計 

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

1 海 外 売 上 高 448 14,421 3,916 107 18,895 

2 連 結 売 上 高 ― ― ― ― 73,498 

3 連結売上高に占める           

  海外売上高の割合（％） 0.6 19.6 5.3 0.2 25.7 



 (１株当たり情報) 

  

(注) 算定上の基礎 

  

１ １株当たり純資産額 

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自平成18年3月１日 
  至平成18年8月31日) 

当中間連結会計期間
(自平成19年3月１日 
  至平成19年8月31日) 

前連結会計年度 
(自平成18年3月１日 
  至平成19年2月28日) 

１株当たり純資産額  1,782円40銭 1,843円60銭 1,877円95銭 

１株当たり中間(当期)純
利益又は中間純損失(△) 

68円03銭 △14円69銭 156円26銭

潜在株式調整後１株当た
り中間(当期)純利益 

67円46銭

潜在株式は存在しますが
１株当たり中間純損失で
あるため記載しておりま
せん。 

155円25銭

項目 
前中間連結会計期間末
(平成18年8月31日) 

当中間連結会計期間末
(平成19年8月31日) 

前連結会計年度末 
(平成19年2月28日) 

中間連結貸借対照表(連結貸借対
照表)の純資産の部の合計額(百
万円) 

69,080 71,469 73,021 

普通株式に係る純資産額(百万
円) 

68,983 71,385 72,699 

差額の内訳(百万円)       

新株予約権 － 0 0 

 少数株主持分 97 84 321 

普通株式の発行済株式数(株) 41,713,388 41,713,388 41,713,388 

普通株式の自己株式数(株) 3,010,824 2,992,733 3,001,021 

1株当たり純資産の算定に用いら
れた普通株式の数(株) 

38,702,564 38,720,655 38,712,367 



２ １株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失および潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 

  

項目 
前中間連結会計期間
(自平成18年3月１日 
  至平成18年8月31日) 

当中間連結会計期間
(自平成19年3月１日 
  至平成19年8月31日) 

前連結会計年度 
(自平成18年3月１日 
  至平成19年2月28日) 

中間連結損益計算書上の中間(当
期)純利益又は中間純損失(△)
(百万円) 

2,670 △568 6,091 

普通株式に係る中間(当期)純利
益又は中間純損失(△)(百万円) 

2,670 △568 6,091 

普通株主に帰属しない金額(百万
円) 

－ － － 

普通株式の期中平均株式数(株) 39,257,584 38,717,591 38,984,056 

中間(当期)純利益調整額(百
万円) 

－ － － 

潜在株式調整後１株当たり中間
(当期)純利益の算定に用いられ
た普通株式増加数の内訳(株) 

      

新株予約権 330,967 － 253,180 

普通株式増加数(株) 330,967 － 253,180 

希薄化効果を有しないため、潜
在株式調整後１株当たり中間(当
期)純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要 

  
―――― 

第2回新株予約権 普通
株式(新株予約権の数
4,517個)及び第3回新株
予約権 普通株式(新株
予約権の数 6,458個)。 
なお、これらの概要は、
「新株予約権の状況」に
記載のとおりでありま
す。 

―――― 



(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日) 

該当事項はありません。 

当中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) 

(重要な会社分割) 

       １ 会社分割の実施 

           当社は、平成19年４月20日開催の当社取締役会において決議され、平成19年５月24日開催の定時株主総会に

おいて承認された当社を分割会社とする会社分割を実施し、純粋持株会社へ移行いたしました。純粋持株会社

化に伴い、平成19年９月１日付で当社の商号を「㈱アデランスホールディングス」に変更しております。 

    ２  分割期日 

      平成19年９月１日 

       ３  会社分割の形態 

当社を分割会社として、新設する㈱アデランス(以下、新設会社という。)に本件事業を承継させる新設分割

で、当社に割当交付される新設会社の株式全ては当社が継続して保有する分社型（物的）分割であります。 

    ４  承継される資産・負債 

      資産：21,926百万円 

      負債： 8,603百万円 

  

前連結会計年度 (自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日) 

(重要な会社分割) 

当社は、平成19年４月20日開催の当社取締役会において、平成19年９月１日を期して、当社のかつらの販売

や理美容・育毛サービスなどの毛髪関連事業部門(以下「本件事業」という。)を新設分割し、持株会社体制へ

移行することを決議し、平成19年５月24日開催の定時株主総会において承認を受けております。 

これに伴い、当社は「㈱アデランスホールディングス」に商号変更いたします。 

  

１ 理由 

当社グループの中核である “毛髪ビジネス”再活性化を図るとともに、美容関連ビジネスでの更なる成長を

促すことで、強いグループを維持していくために安定した経営力を備え市場ニーズの変革に対応していくこと

が 重要経営課題であるとの結論に達しました。 

具体的には、更なる成長に向けてはグループ組織体制の変革が必要であり、当社グループでは持株会社体制

へ移行することで、子会社の経営の自由度を高めて自立・成長を促すとともに、グループ全体で“毛髪ビジネ

ス”を強化し、シナジー効果の創出を図ること、またそのためのガバナンス強化をはかることであります。 

持株会社化にともない、ブランドイメージをさらに発展させて、将来的にはグループ組織再編を実施するこ

とで、ステークホルダー全ての期待にこたえる組織体制の構築も今回の目的のひとつとなります。 

  

２ 会社分割する事業内容、規模 

(1) 分割する部門の事業内容 

かつらの販売や理美容・育毛サービスなどの毛髪関連事業 

(2)  毛髪関連事業における経営成績（平成19年２月期） 

  
毛髪関連事業(a) 

当社平成19年２月期実

績(b) 
比率(a/b) 

売上高 42,645百万円 42,645百万円 100.0％ 

売上総利益 35,075百万円 35,075百万円 100.0％ 

営業利益 9,550百万円 5,251百万円 181.9％ 



  

(3)  毛髪関連事業にかかる資産、負債の項目および金額（平成19年２月期） 

３ 会社分割の形態 

当社を分割会社として、新設する㈱アデランス(以下、新設会社という。)に本件事業を承継させる新設分割

で、当社に割当交付される新設会社の株式全ては当社が継続して保有する分社型（物的）分割であります。 

  

４ 会社分割に係る分割会社又は継承会社の名称、当該会社の資産・負債および純資産の額等 

  

経常利益 9,610百万円 8,041百万円 119.5％ 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 5,833百万円 流動負債 6,085百万円 

固定資産 12,230百万円 固定負債 3,489百万円 

資産の部合計 18,063百万円 負債の部合計 9,575百万円 

  平成19年２月28日現在 平成19年９月３日（予定） 

(1)  商号 ㈱アデランス（分割会社） 

（㈱アデランスホールディングスに

商号変更予定） 

㈱アデランス（新設会社） 

(2)  主な事業内容 かつらの販売や理美容・育毛サービ

スなどの毛髪関連事業 

かつらの販売や理美容・育毛サービ

スなどの毛髪関連事業 

(3)  設立年月日 昭和44年３月１日 平成19年９月３日 

(4)  本店所在地 東京都新宿区新宿一丁目６番３号 東京都新宿区新宿一丁目６番３号 

(5)  代表者 代表取締役社長 徳丸 勝治 代表取締役社長 徳丸 勝治 

(6)  資本金 12,944百万円 2,000百万円 

(7)  発行済株式数 41,713,388株 2,000株 

(8)  純資産 65,192百万円 未定 

(9)  総資産 75,384百万円 未定 

(10) 決算期 ２月末日 ２月末日 



５ 会社分割の時期 

平成19年２月28日          定時株主総会基準日 

平成19年４月20日          取締役会（分割計画書承認）、分割計画書作成 

平成19年５月24日          定時株主総会（分割計画書承認） 

平成19年９月３日（予定）      分割登記、効力発生日 

  

(重要な営業の譲受) 

当社および連結子会社は、米国でヘア・トランスプラント事業を展開する 大手の一つであるLeavitt 

Management, Inc.との間で、ヘア・トランスプラント事業全部の譲受けに関し、平成19年５月１日付で、基本

合意書を締結いたしました。 

  

１ 目的 

当社グループでヘア・トランスプラント事業を展開するBosley, Inc.は、当社の米国子会社であり、北米市

場でトップシェアを有しております。しかしながら、そのマーケットシェアは約10％で推移していると推定さ

れます。 

このような状況下で、当社グループは、当社の企業価値向上に向けた北米市場でのシェアと業績の拡大・向

上への取組の一環として、Leavitt Management, Inc.がMedical Hair Restoration, Inc.という名称において

営んでいるヘア・トランスプラント事業(北米市場において業界第２位)全部を譲受けることに関し、Leavitt 

Management, Inc.との間で、基本合意書を締結いたしました。 

  

２ 譲り受ける相手会社の名称 

Leavitt Management, Inc. 

  

３ 譲り受ける事業の内容 

Medical Hair Restoration, Inc.の名称において営まれているヘア・トランスプラント事業 

  

４ 譲り受ける部門の売上高 

47,457千米ドル(平成18年12月期) 

  

５ 譲受の時期 

別途終了につき合意された場合を除き、平成19年８月１日までが独占交渉期間とされており、デュー・ディ

リジェンスを経た上、詳細条件の確定を行い、以下のとおり 終契約の締結およびクロージングを行う予定で

あります。 

平成19年６月30日頃  終契約締結(予定) 

平成19年７月末頃   クロージング日(予定) 

  

 (2) 【その他】 

該当事項はありません。 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    
前中間会計期間末 

(平成18年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年８月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)                     

Ⅰ 流動資産                     

１ 現金及び預金   3,876     3,946     2,817     

２ 受取手形   10     4     655     

３ 売掛金   2,406     2,410     1,788     

４ 有価証券   7,312     7,402     7,700     

５ たな卸資産   1,257     1,686     1,304     

６ 繰延税金資産   1,562     572     474     

７ その他 ※２ 583     1,058     2,142     

８ 貸倒引当金   -     △6     -     

  流動資産合計     17,009 22.4   17,077 22.1   16,884 22.4 

Ⅱ 固定資産                     

１ 有形固定資産 ※１                   

(1) 建物   10,964     10,640     10,823     

(2) 土地   11,170     10,952     11,127     

(3) その他   1,151     1,201     970     

有形固定資産 
合計 

   23,285 30.7 22,794 29.6   22,922 30.4

２ 無形固定資産     2,712 3.6   3,542 4.6   3,650 4.8 

３ 投資その他の 
  資産 

         

(1) 投資有価証券   9,484     7,968     9,354     

(2) 関係会社株式   10,667     14,039     11,218     

(3) 長期貸付金   4,726     5,955     5,046     

(4) 保証金及び 
  敷金 

  2,507   2,516 2,503   

(5) 繰延税金資産   2,555     2.028     2.242     

(6) その他   3,367     3,499     3,359     

(7) 投資損失 
  引当金 

  -   - △686   

(8) 貸倒引当金   △518     △2,301     △1,109     

投資その他の 
資産合計 

   32,791 43.3 33,707 43.7   31,928 42.4

固定資産合計     58,789 77.6   60,044 77.9   58,500 77.6 

資産合計     75,798 100.0   77,122 100.0   75,384 100.0 

           



  

  

    
前中間会計期間末 

(平成18年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年８月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)                     

Ⅰ 流動負債                     

１ 買掛金   236     316     238     

２ 短期借入金   -     3,500     -     

３ 未払法人税等   1,132     219     -     

４ 前受金   2,631     2,484     2,685     

５ 賞与引当金   1,107     1,100     1,015     

６ 商品保証引当金   144     154     150     

７ その他 ※２ 1,661     1,844     2,202     

流動負債合計     6,913 9.1   9,618 12.5   6,292 8.3 

Ⅱ 固定負債                     

１ 長期未払金   -     598     -     

２ 退職給付引当金   2,903     2,702     2,828     

３ 役員退職慰労 
  引当金 

  683   - 683   

４ その他   379     393     388     

固定負債合計     3,966 5.3   3,695 4.8   3,899 5.2 

負債合計     10,880 14.4   13,313 17.3   10,192 13.5 

                



  

  

    
前中間会計期間末 

(平成18年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年８月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)                    

Ⅰ 株主資本                    

 １ 資本金     12,944 17.1   12,944 16.8   12,944 17.2

 ２ 資本剰余金                    

  (1) 資本準備金   13,157     13,157     13,157    

   資本剰余金合計     13,157 17.4   13,157 17.0   13,157 17.4

 ３ 利益剰余金                    

  (1) 利益準備金   1,022     1,022     1,022    

  (2) その他 
    利益剰余金 

          

    建物圧縮 
    積立金 

  14     12     13    

    別途積立金   25,000     25,000     25,000    

    繰越利益 
    剰余金 

  21,449   20,385 21,593   

   利益剰余金合計     47,485 62.6   46,420 60.2   47,628 63.2

 ４ 自己株式     △9,135 △12.1   △9,079 △11.8   △9,105 △12.1

   株主資本合計     64,451 85.0   63,442 82.2   64,624 85.7

Ⅱ 評価・換算差額等                    

 １ その他有価証券 
   評価差額金 

    466 0.6 366 0.5   568 0.8

   評価・換算 
   差額等合計 

    466 0.6 366 0.5   568 0.8

   純資産合計     64,918 85.6   63,808 82.7   65,192 86.5

   負債純資産合計     75,798 100.0   77,122 100.0   75,384 100.0

            



② 【中間損益計算書】        

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     21,660 100.0   20,024 100.0   42,645 100.0

Ⅱ 売上原価     3,825 17.7   3,776 18.9   7,570 17.8

売上総利益     17,834 82.3   16,248 81.1   35,075 82.2

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

   15,341 70.8 16,063 80.2   29,823 69.9

営業利益     2,493 11.5   184 0.9   5,251 12.3

Ⅳ 営業外収益                    

１ 受取利息   132     160     272    

２ 受取配当金   2,241     2,299     2,248    

３ その他の営業外 
  収益 

  262 2,636 12.2 306 2,766 13.8 545 3,067 7.2

Ⅴ 営業外費用     171 0.8   252 1.2   277 0.6

経常利益     4,958 22.9   2,698 13.5   8,041 18.9

Ⅵ 特別利益     15 0.1   18 0.1   58 0.1

Ⅶ 特別損失                    

１ 貸倒引当金繰入 
  額 

  －   1,180 600   

２ その他の特別 
  損失 

  84 84 0.4 184 1,364 6.8 786 1,386 3.3

税引前中間 
(当期)純利益 

   4,889 22.6 1,352 6.8   6,713 15.7

法人税、住民税 
及び事業税 

  1,468   364 843   

法人税等調整額   △1,060 407 1.9 254 618 3.1 271 1,115 2.6

中間(当期) 
純利益 

   4,481 20.7 733 3.7   5,598 13.1

                     



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間 (自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

  

  

  

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金 利益準備金 
その他利益剰余金 

建物圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年２月28日残高(百万円) 12,944 13,157 1,022 15 25,000 18,230 

中間会計期間中の変動額             

 利益処分による利益配当           △863 

 利益処分による役員賞与           △112 

 利益処分による建物圧縮積立金
取崩額       △1   1 

 中間純利益           4,481 

 自己株式の取得             

 自己株式の処分           △287 

 株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額)             

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) － － － △1 － 3,219 

平成18年８月31日残高(百万円) 12,944 13,157 1,022 14 25,000 21,449 

  

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
自己株式 株主資本合計 

その他
有価証券 
評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年２月28日残高(百万円) △7,363 63,005 589 589 63,594 

中間会計期間中の変動額           

 利益処分による利益配当   △863     △863 

 利益処分による役員賞与   △112     △112 

 利益処分による建物圧縮積立金
取崩額   －     － 

 中間純利益   4,481     4,481 

 自己株式の取得 △3,113 △3,113     △3,113 

 自己株式の処分 1,340 1,053     1,053 

 株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額)   － △122 △122 △122 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) △1,772 1,445 △122 △122 1,323 

平成18年８月31日残高(百万円) △9,135 64,451 466 466 64,918 



当中間会計期間 (自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

  

  

  

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金 利益準備金 
その他利益剰余金 

建物圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年２月28日残高(百万円) 12,944 13,157 1,022 13 25,000 21,593 

中間会計期間中の変動額             

 剰余金の配当           △1,935 

 建物圧縮積立金取崩額       △0   0 

 中間純利益           733 

 自己株式の取得             

 自己株式の処分           △5 

 株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額)             

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) － － － △0 － △1,207 

平成19年８月31日残高(百万円) 12,944 13,157 1,022 12 25,000 20,385 

  

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
自己株式 株主資本合計 

その他
有価証券 
評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成19年２月28日残高(百万円) △9,105 64,624 568 568 65,192 

中間会計期間中の変動額           

 剰余金の配当   △1,935     △1,935 

 建物圧縮積立金取崩額   －     － 

 中間純利益   733     733 

 自己株式の取得 △2 △2     △2 

 自己株式の処分 28 22     22 

 株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額)   － △201 △201 △201 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 25 △1,182 △201 △201 △1,383 

平成19年８月31日残高(百万円) △9,079 63,442 366 366 63,808 



前事業年度の株主資本変動計算書 (自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

  

  

（注）平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金 利益準備金 
その他利益剰余金 

建物圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年２月28日残高(百万円) 12,944 13,157 1,022 15 25,000 18,230 

事業年度中の変動額             

 剰余金の配当(注)           △863 

 剰余金の配当           △967 

役員賞与(注)           △112 

建物圧縮積立金取崩額(注)       △1   1 

 建物圧縮積立金取崩額       △0   0 

 当期純利益           5,598 

 自己株式の取得             

 自己株式の処分           △294 

 株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額)             

事業年度中の変動額合計 
(百万円) － － － △1 － 3,362 

平成19年２月28日残高(百万円) 12,944 13,157 1,022 13 25,000 21,593 

  

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
自己株式 株主資本合計 

その他
有価証券 
評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年２月28日残高(百万円) △7,363 63,005 589 589 63,594 

事業年度中の変動額           

 剰余金の配当(注)   △863     △863 

 剰余金の配当   △967     △967 

 役員賞与(注)   △112     △112 

 建物圧縮積立金取崩額(注)   －     － 

 建物圧縮積立金取崩額   －     － 

 当期純利益   5,598     5,598 

 自己株式の取得 △3,118 △3,118     △3,118 

 自己株式の処分 1,375 1,081     1,081 

 株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額)     △20 △20 △20 

事業年度中の変動額合計 
(百万円) △1,742 1,618 △20 △20 1,597 

平成19年２月28日残高(百万円) △9,105 64,624 568 568 65,192 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ 資産の評価基準

および評価方法 

(1) 有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

(1) 有価証券 

子会社株式 

同左 

(1) 有価証券 

子会社株式 

同左 

  満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定) 

満期保有目的の債券 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

     同左 

満期保有目的の債券 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定) 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  (2) たな卸資産 

商品 

 かつら 

    オーダーメイド 

個別法による原

価法 

    レディーメイド 

総平均法による

原価法 

 その他の商品 

  終仕入原価法 

(2) たな卸資産 

商品 

同左 

  

(2) たな卸資産 

商品 

同左 

  

  貯蔵品 

 支給資材 

  個別法による原価法 

 その他の貯蔵品 

  終仕入原価法 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価

償却の方法 

  

(1) 有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物

附属設備を除く)について

は、定額法を採用しており

ます。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

―――― 

建物 13～47年

(1) 有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

  

  

  
  
（会計方針の変更） 
 平成19年４月１日以降取

得した有形固定資産の償却

方法については平成19年度

税制改正により導入された

新たな定額法および定率法

に変更しております。な

お、この変更による営業利

益、経常利益および税引前

中間純利益に与える影響額

は軽微であります。 

(1) 有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

―――― 

  



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

  (2) 無形固定資産 

定額法 

ただし、自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法を採

用しております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

  
(3) 長期前払費用 

均等償却 
(3) 長期前払費用

同左 
(3) 長期前払費用 

同左 
３ 引当金の計上基

準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上

することとしております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給

に備えるため、支給見込額

に基づき計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 

  (3)     ―――― 

  

(3)     ―――― 

  

(3) 役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支給に

備えるため、支給見込額に

基づき計上しております。 

  (4) 商品保証引当金 

販売商品の無償保証契約に

基づく補修費に充てるた

め、過去の補修実績を基礎

として、その必要額を見積

計上しております。 

(4) 商品保証引当金 

同左 

(4) 商品保証引当金 

同左 

  (5) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末におけ

る退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき、当

中間期末において発生して

いると認められる額を計上

しております。 

過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の

年数（5年）による定額法

により費用処理しておりま

す。 

数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一

定の年数（5年）による定

額法により翌事業年度から

費用処理しております。 

(5) 退職給付引当金 

           同左 

(5) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末におけ

る退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき、当

事業年度末において発生し

ていると認められる額を計

上しております。過去勤務

債務については、その発生

時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により費

用処理しております。数理

計算上の差異は、その発生

時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年

数(５年)による定額法によ

り、翌期から費用処理する

こととしております。 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

  (6) 役員退職慰労引当金 
役員に対する退職慰労金の
支給に備えるため、内規に
基づく中間期末要支給額を
計上しております。 
なお、当制度は平成17年5月
をもって廃止となり、「役
員退職慰労引当金」は制度
適用期間中から在任してい
る役員に対して退任時に支
給予定額であります。 

(6)     ―――― (6) 役員退職慰労引当金 
役員に対する退職慰労金の
支給に備えるため、内規に
基づく期末要支給額を計上
しております。 
なお、当制度は平成17年5
月をもって廃止となり、
「役員退職慰労引当金」は
制度適用期間中から在任し
ている役員に対して退任時
に支給する予定額でありま
す。 

  (7)     ―――― (7)     ―――― (7) 投資損失引当金 
関係会社への投資に係る損
失に備えるため、当該会社
の財政状態等を勘案し、そ
の投資損失見込額を計上し
ております。 

４ 外貨建の資産又は
負債の本邦通貨へ
の換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中
間決算日の直物為替相場に
より円貨に換算し、換算差
額は損益として処理してお
ります。 

同左 外貨建金銭債権債務は、期 
末日の直物為替相場により
円貨に換算し、換算差額は
損益として処理しておりま
す。 

５ リース取引の処理
方法 

リース物件の所有権が借主
に移転すると認められるも
の以外のファイナンス・リ
ース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理によってお
ります。 

同左 同左 

６ その他中間財務諸
表(財務諸表)作成
のための基本とな
る重要な事項 

消費税等の会計処理につい
て 
消費税および地方消費税の
会計処理は、税抜方式によ
っております。 

消費税等の会計処理につい
て 

同左 

消費税等の会計処理につい
て 

同左 



  
中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

―――― 
  
  
  
  
  
  
  
  
（貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準） 
 当中間会計期間から「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基
準」(企業会計基準委員会 平成17
年12月9日 企業会計基準第5号)お
よび「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準委員会 平成17年12
月9日 企業会計基準適用指針第8
号）を適用しております。 
 なお、従来の「資本の部」の合計
に相当する金額は64,918百万円であ
ります。 
 中間財務諸表等規則の改正によ
り、当中間会計期間における中間財
務諸表は、改正後の中間財務諸表等
規則により作成しております。 
  
（自己株式及び準備金の額の減少等
に関する会計基準等の一部改正） 
 当中間会計期間から、改正後の
「自己株式及び準備金の額の減少等
に関する会計基準」(企業会計基準
委員会 終改正平成18年8月11日
企業会計基準第1号)および「自己株
式及び準備金の額の減少等に関する
会計基準の適用指針」(企業会計基
準委員会 終改正平成18年8月11
日 企業会計基準適用指針第2号)を
適用しております。 
 これによる損益に与える影響はあ
りません。 
 中間財務諸表等規則の改正によ
り、当中間会計期間における中間財
務諸表は、改正後の中間財務諸表等
規則により作成しております。 

―――― 

――――
  
  
  
  
  

  
  
  

―――― 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

―――― 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
（企業結合に係る会計基準等） 
当中間会計期間から「企業結合に係
る会計基準」（企業会計審議会平成
15年10月31日)及び「事業分離等に
関する会計基準」（企業会計基準委
員会 平成17年12月27日 企業会計
基準第7号）並びに「企業結合会計
基準及び事業分離等会計基準に関す
る適用指針」（企業会計基準委員会
平成17年12月27日 終改正平成18
年12月22日 企業会計基準適用指針
第10号）を適用しております。 
 これによる損益に与える影響はあ
りません。 
  

(役員賞与に関する会計基準) 
当事業年度から「役員賞与に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会
平成17年11月29日 企業会計基準第
4号)を適用しております。 
この結果、従来の方法に比べて、営
業利益、経常利益および税引前当期
純利益が、98百万円減少しておりま
す。 
(貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準) 
当事業年度から「貸借対照表の純資
産の部の表示に関する会計基準」
(企業会計基準委員会 平成17年12
月9日 企業会計基準第5号)および
「貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等の適用指針」(企
業会計基準委員会 平成17年12月9
日 企業会計基準適用指針第8号)を
適用しております。 
なお、従来の「資本の部」の合計に
相当する金額は65,192百万円であり
ます。 
財務諸表等規則の改正により、当事
業年度における財務諸表の純資産の
部については、改正後の財務諸表等
規則により作成しております。 
  

―――― 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

―――― 



(表示方法の変更) 

  

  

次へ 

前中間会計期間
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

  

――――――― 

  

平成17年５月26日開催の定時株主総会において、役員
に対する退職慰労金の打ち切り支給の決議をおこない、
役員退職慰労金制度を廃止しております。このたび監査
第一委員会報告第42号「租税特別措置法上の準備金及び
特別法上の引当金又は準備金に関する監査上の取扱い」
に従い、従来「役員退職慰労引当金」として表示してお
りましたが、「長期未払金」に表示方法を変更しており
ます。 

  



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  
  

(中間損益計算書関係) 

  

  
  

前中間会計期間末 
(平成18年８月31日) 

当中間会計期間末
(平成19年８月31日) 

前事業年度末 
(平成19年２月28日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 
  

種類 
減価償却累計額 

(百万円) 

建物 14,102 

その他 3,308 

計 17,410 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 
  

種類 
減価償却累計額

(百万円) 

建物 14,404 

その他 3,386 

計 17,790 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 
  

種類
減価償却累計額 

(百万円) 

建物 14,127 

その他 3,338 

計 17,466 

※２ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等および仮受消費

税等は相殺のうえ、流動負債

の「その他」に含めて表示し

ております。 

※２ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等および仮受消費

税等は相殺のうえ、流動資産

の「その他」に含めて表示し

ております。 

――――――― 

前中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ 減価償却実施額 

 有形固定資産 651百万円

 無形固定資産 27百万円

１ 減価償却実施額 

 有形固定資産 627百万円

 無形固定資産 190百万円

１ 減価償却実施額 

 有形固定資産 1,335百万円

 無形固定資産 54百万円

 ２ 当中間会計期間に係る納付税

額および法人税等調整額は、

当期において予定している建

物圧縮積立金の取崩しを前提

として当中間会計期間に係る

金額を計算しております。 

    ――――――― ――――――― 



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年３月１日  至 平成18年８月31日） 

自己株式の種類および株式数に関する事項 

  

（注）１ 増加株式数の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加964株および平成18年7月13日開催の取締役会の決議による

取得1,000,000株であります。 

２ 減少株式数の内訳は、ストックオプション行使による減少446,700株および単元未満株式の買い増し請求による減

少37株であります。 

  

当中間会計期間（自 平成19年３月１日  至 平成19年８月31日） 

自己株式の種類および株式数に関する事項 

  

（注）１ 増加株式数の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加1,114株であります。 

２ 減少株式数の内訳は、ストックオプション行使による減少9,300株および単元未満株式の買い増し請求による減少

102株であります。 

  

前事業年度（自 平成18年３月１日  至 平成19年２月28日） 

自己株式の種類および株式数に関する事項 

  

（注）１ 増加株式数の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加2,678株および平成18年7月13日開催の取締役会の決議によ

る取得1,000,000株であります。 

２ 減少株式数の内訳は、ストックオプション行使による減少457,200株および単元未満株式の買い増し請求による減

少1,054株であります。 

  

株式の種類 
前事業年度末 

株式数 

当中間会計期間 

増加株式数 

当中間会計期間 

減少株式数 

当中間会計期間 

末株式数 

普通株式（株） 2,456,597 1,000,964 446,737 3,010,824 

株式の種類 
前事業年度末 

株式数 

当中間会計期間 

増加株式数 

当中間会計期間 

減少株式数 

当中間会計期間 

末株式数 

普通株式（株） 3,001,021 1,114 9,402 2,992,733 

株式の種類 
前事業年度末 

株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度 

末株式数 

普通株式（株） 2,456,597 1,002,678 458,254 3,001,021 



(リース取引関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額および中

間期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額および中

間期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額および期

末残高相当額 

  
取得価額 

相当額 

減価償 
却累計額 
相当額 

中間期 
末残高 
相当額 

工具・器
具及び備
品 

百万円 
112 

百万円 
18 

百万円

93 

ソフトウ
ェア 

102 1 101

合計 214 19 194

  
取得価額

相当額 

減価償

却累計額

相当額 

中間期

末残高 
相当額 

工具・器
具及び備
品 

百万円

319 
百万円

68 
百万円

250 

ソフトウ
ェア 

127 27 100

合計 446 95 350

 
取得価額

相当額 

減価償 
却累計額 
相当額 

期末残高

相当額 

工具・器
具及び備
品 

百万円 
148 

百万円 
32 

百万円

116 

ソフトウ
ェア 

109 12 97 

合計 258 45 213 

(注) 取得価額相当額は、有形固定

資産の中間期末残高等に占め

る未経過リース料中間期末残

高の割合が低いため、支払利

子込み法により算定しており

ます。 

(注) 同左 (注) 取得価額相当額は、有形固定

資産の期末残高等に占める未

経過リース料期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、有形固定資産の中

間期末残高等に占める未経過

リース料中間期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

１年以内 42百万円

１年超 152百万円

合計 194百万円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

(注) 同左 

１年以内 89百万円

１年超 261百万円

合計 350百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

  

(注) 未経過リース料期末残高相当

額は、有形固定資産の期末残

高等に占める未経過リース料

期末残高の割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。 

１年以内 51百万円

１年超 161百万円

合計 213百万円

(3) 支払リース料および減価償却費

相当額 

支払リース料 6百万円
減価償却費 
相当額 

6百万円

(3) 支払リース料および減価償却費

相当額 

支払リース料 44百万円
減価償却費
相当額 

44百万円

(3) 支払リース料および減価償却費

相当額 

支払リース料 31百万円
減価償却費
相当額 

31百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

前中間会計期間末（平成18年８月31日） 

子会社株式で時価があるものはありません。 

  

当中間会計期間末（平成19年８月31日） 

子会社株式で時価があるものはありません。 

  

前事業年度末（平成19年２月28日） 

子会社株式で時価があるものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

前中間会計期間（自 平成18年３月１日  至 平成18年８月31日） 

該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成19年３月１日  至 平成19年８月31日） 

(重要な会社分割) 

１ 会社分割の実施 

当社は、平成19年４月20日開催の当社取締役会において決議され、平成19年５月24日開催の定時株主総会に

おいて承認された当社を分割会社とする会社分割を実施し、純粋持株会社へ移行いたしました。純粋持株会社

化に伴い、平成19年９月１日付で当社の商号を「㈱アデランスホールディングス」に変更しております。 

２ 分割期日 

平成19年９月１日 

３  会社分割の形態 

当社を分割会社として、新設する㈱アデランス(以下、新設会社という。)に本件事業を承継させる新設分割

で、当社に割当交付される新設会社の株式全ては当社が継続して保有する分社型（物的）分割であります。 

４ 承継される資産・負債 

資産：21,926百万円 

負債： 8,603百万円 

  



前事業年度（平成19年２月28日現在） 

(重要な会社分割) 

当社は、平成19年４月20日開催の当社取締役会において、平成19年９月１日を期して、当社のかつらの販売

や理美容・育毛サービスなどの毛髪関連事業部門(以下「本件事業」という。)を新設分割し、持株会社体制へ

移行することを決議し、平成19年５月24日開催の定時株主総会において承認を受けております。 

これに伴い、当社は「㈱アデランスホールディングス」に商号変更いたします。 

  

１ 理由 

当社グループの中核である “毛髪ビジネス”再活性化を図るとともに、美容関連ビジネスでの更なる成長を

促すことで、強いグループを維持していくために安定した経営力を備え市場ニーズの変革に対応していくこと

が最重要経営課題であるとの結論に達しました。 

具体的には、更なる成長に向けてはグループ組織体制の変革が必要であり、当社グループでは持株会社体制

へ移行することで、子会社の経営の自由度を高めて自立・成長を促すとともに、グループ全体で“毛髪ビジネ

ス”を強化し、シナジー効果の創出を図ること、またそのためのガバナンス強化をはかることであります。 

持株会社化にともない、ブランドイメージをさらに発展させて、将来的にはグループ組織再編を実施するこ

とで、ステークホルダー全ての期待にこたえる組織体制の構築も今回の目的のひとつとなります。 

  

２ 会社分割する事業内容、規模 

(1) 分割する部門の事業内容 

かつらの販売や理美容・育毛サービスなどの毛髪関連事業 

(2)  毛髪関連事業における経営成績（平成19年２月期） 

  

(3)  毛髪関連事業にかかる資産、負債の項目および金額（平成19年２月期） 

  

  
毛髪関連事業(a) 

当社平成19年２月期実

績(b) 
比率(a/b) 

売上高 42,645百万円 42,645百万円 100.0％ 

売上総利益 35,075百万円 35,075百万円 100.0％ 

営業利益 9,550百万円 5,251百万円 181.9％ 

経常利益 9,610百万円 8,041百万円 119.5％ 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 5,833百万円 流動負債 6,085百万円 

固定資産 12,230百万円 固定負債 3,489百万円 

資産の部合計 18,063百万円 負債の部合計 9,575百万円 



３ 会社分割の形態 

当社を分割会社として、新設する㈱アデランス(以下、新設会社という。)に本件事業を承継させる新設分割

で、当社に割当交付される新設会社の株式全ては当社が継続して保有する分社型（物的）分割であります。 

  

４ 会社分割に係る分割会社又は継承会社の名称、当該会社の資産・負債および純資産の額等 

  

５ 会社分割の時期 

平成19年２月28日          定時株主総会基準日 

平成19年４月20日          取締役会（分割計画書承認）、分割計画書作成 

平成19年５月24日          定時株主総会（分割計画書承認） 

平成19年９月３日（予定）      分割登記、効力発生日 

  

  平成19年２月28日現在 平成19年９月３日（予定） 

(1)  商号 ㈱アデランス（分割会社） 

（㈱アデランスホールディングスに

商号変更予定） 

㈱アデランス（新設会社） 

(2)  主な事業内容 かつらの販売や理美容・育毛サービ

スなどの毛髪関連事業 

かつらの販売や理美容・育毛サービ

スなどの毛髪関連事業 

(3)  設立年月日 昭和44年３月１日 平成19年９月３日 

(4)  本店所在地 東京都新宿区新宿一丁目６番３号 東京都新宿区新宿一丁目６番３号 

(5)  代表者 代表取締役社長 徳丸 勝治 代表取締役社長 徳丸 勝治 

(6)  資本金 12,944百万円 2,000百万円 

(7)  発行済株式数 41,713,388株 2,000株 

(8)  純資産 65,192百万円 未定 

(9)  総資産 75,384百万円 未定 

(10) 決算期 ２月末日 ２月末日 



(2) 【その他】 

平成19年10月11日開催の取締役会において、第39期事業年度(平成19年３月１日から平成20年２月28日まで)の中

間配当につき、次のとおり決議しました。 

   支払請求権の効力発生日および支払開始日 平成19年11月14日 

（注）平成19年８月31日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行います。 

  

中間配当金総額 1,161百万円

１株当たりの額 30円



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

  

  

 (1) 有価証券報告書およびその添付書類 平成19年5月24日 

  事業年度 第38期(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 関東財務局長に提出 

(2) 臨時報告書   

  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の２(新設分割)の規定

に基づく臨時報告書であります。 

  

平成19年4月20日 

  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号(主要株主の異動)の規

定に基づく臨時報告書であります。 

  

平成19年7月19日 

  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号(代表取締役の異動)の

規定に基づく臨時報告書であります。 

  

平成19年8月27日 

  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号(特定子会社の異動)の

規定に基づく臨時報告書であります。 

  

平成19年9月3日 

    関東財務局長に提出 

(3) 発行登録書(新株予約権証券)およびその添付書類 平成19年5月24日 

    関東財務局長に提出 

(4) 訂正発行登録書(新株予約権証券) 平成19年7月19日 

    平成19年8月27日 

    平成19年9月3日 

    関東財務局長に提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

株式会社アデランス 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社アデランスの平成18年３月１日から平成19年２月28日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成18年３月１日から

平成18年８月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主

資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社アデランス及び連結子会社の平成18年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間(平成18年３月１日から平成18年８月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

平成18年11月9日 

京橋監査法人 

代表社員 

業務執行社員
  公認会計士  岸        勲  ㊞ 

代表社員 

業務執行社員
  公認会計士  石  原     裕  ㊞ 

代表社員 

業務執行社員
  公認会計士  小 宮 山     司  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

株式会社アデランスホールディングス 

取締役会 御中 

  

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社アデランスホールディングス（旧社名株式会社アデランス）の平成19年３月１日から平成20年２月29日ま

での連結会計年度の中間連結会計期間(平成19年３月１日から平成19年８月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわ

ち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算

書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社アデランスホールディングス（旧社名株式会社アデランス）及び連結子会社の平成19年８月31

日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成19年３月１日から平成19年８月31日まで)の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年９月１日付で新設分割を行い新設会社の全株式を保有する

純粋持株会社となった。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

平成19年11月12日 

京橋監査法人 

代表社員 

業務執行社員
  公認会計士  石  原     裕  ㊞ 

代表社員 

業務執行社員
  公認会計士  川  村  寿  文  ㊞ 

代表社員 

業務執行社員
  公認会計士  小 宮 山     司  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

株式会社アデランス 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社アデランスの平成18年３月１日から平成19年２月28日までの第38期事業年度の中間会計期間(平成18年３月１日から平

成18年８月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社アデランスの平成18年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成18年３月１

日から平成18年８月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

平成18年11月９日 

京橋監査法人 

代表社員 

業務執行社員
  公認会計士  岸        勲  ㊞ 

代表社員 

業務執行社員
  公認会計士  石  原     裕  ㊞ 

代表社員 

業務執行社員
  公認会計士  小 宮 山     司  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

株式会社アデランスホールディングス 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社アデランスホールディングス（旧社名株式会社アデランス）の平成19年３月１日から平成20年２月29日ま

での第39期事業年度の中間会計期間(平成19年３月１日から平成19年８月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中

間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社アデランスホールディングス（旧社名株式会社アデランス）の平成19年８月31日現在の財政状態及び同

日をもって終了する中間会計期間(平成19年３月１日から平成19年８月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示

しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年９月１日付で新設分割を行い新設会社の全株式を保有する

純粋持株会社となった。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

平成19年11月12日 

京橋監査法人 

代表社員 

業務執行社員
  公認会計士  石  原     裕  ㊞ 

代表社員 

業務執行社員
  公認会計士  川  村  寿    文  ㊞ 

代表社員 

業務執行社員
  公認会計士  小 宮 山     司  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 
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